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七
八
九
年
人
権
宣
言
研
究
序
説
岡

目

次

序
日

第
一
節
|
|
人
権
宣
言
の
制
定
過
程

(ー)

討
議
の
端
緒
(
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
提
案
迄
)
(
本
誌
一
四
巻
三
・
四
号
)

仁)

委
員
会
の
報
告
お
よ
び
個
人
の
宣
言
諸
草
案
と
討
論
(
一
五
巻
一
号
)

日

確
定
案
の
準
備
(
条
項
別
討
議
の
た
め
の
基
礎
案
の
選
定
迄

(1) 

義
務
宣
言
を
併
置
せ
ぬ
権
利
宣
言
を
憲
法
に
先
行
せ
し
め
る
決
定
迄
の
経
緯
と
問
題

深

瀬

忠

北法40(1・191)191



説

(3) (2) 

八
月
四
日
封
建
制
廃
止
宣
言
の
意
義

北法40(1・192)192

五
人
委
員
会
案
の
否
決
と
第
六
部
会
案
の
採
択
(
以
上
一
八
巻
三
号
)

論

各
条
項
別
の
討
議

ω
条
項
別
審
議
過
程
と
内
容
の
分
析
と
確
定
条
項
の
成
立

ω
確
定
条
項
に
含
ま
れ
る
諸
草
案
・
決
議
の
影
響
の
分
析
と
総
括
(
以
上
本
号
)

第
二
節
|
|
人
権
宣
言
の
法
的
特
質

回
結
語

人
権
宣
言
の
制
定
過
程
の
研
究
は
、
本
稿
で
最
終
段
階
の
検
討
を
お
え
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
議
会
が
、

八
月
二
六
日
ま
で
の
一
週
間
に
、
各
条
項
別
ご
と
に
審
議
し
逐
一
採
決
し
て
、
人
権
宣
言
一
七
カ
条
が
成
立
す
る
過
程
と
内
容
の
分
析
で
あ

る
(
四
、

ω)。
そ
し
て
、
本
稿
に
よ
っ
て
、
七
月
六
日
以
降
、
革
命
の
動
乱
の
さ
な
か
で
の
人
権
宣
言
制
定
の
全
過
程
と
内
容
の
検
討
結
果

を
総
括
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
基
本
的
特
徴
を
要
約
す
る
と
と
も
に
、
確
定
条
項
に
及
ぼ
し
た
諸
草
案
の
影
響
関
係
を
わ

か
り
や
す
く
集
約
し
、
か
つ
表
に
示
す
こ
と
と
し
た
い
(
四
、

ω)。

一
七
八
九
年
八
月
二

O
日
か
ら

同

各
条
項
別
の
討
議

第
六
部
会
案
が
各
条
項
別
の
討
議
の
基
礎
と
な
る
案
と
し
て
一
七
八
九
年
八
月
一
九
日
に
採
択
さ
れ
た
(
ト
訟
一
髪
照
七
O
)
後
、
国
民
議
会

は
早
速
翌
二

O
日
か
ら
条
項
別
の
最
終
的
討
議
に
入
る
。
一
日
平
均
三
カ
条
(
C
町
村
ト
帥
叫
が
ロ
ト
日
)
の
割
で
熱
心
な
討
論
を
進
め
、
多
く
の
大



小
の
修
正
の
後
、
八
月
二
六
日
に
は
一
七
カ
条
の
確
定
案
を
議
定
し
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
国
王
の
最
終
的
な
承
認
が
え
ら
れ
る
の
は
、
同
年

九
月
の
経
済
的
・
政
治
的
(
憲
法
制
定
上
の
)
困
難
を
背
景
と
し
、
民
衆
の
激
し
い
運
動
の
圧
力
に
よ
り
、
一

O
月
五
日
に
な
る
(
認
は
一
三
・
)
な

こ
の
国
民
議
会
に
お
け
る
各
条
項
に
そ
く
し
た
審
議
内
容
は
、
立
法
者
意
思
を
分
析
す
る
う
え
で
重
要
な
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
国
王
の
受

諾
過
程
お
よ
び
内
容
を
含
め
て
、
人
権
宣
言
の
性
格
お
よ
び
内
容
上
の
特
色
を
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
た
め
必
要
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。

以
下
逐
一
検
討
を
す
す
め
る
。

(1) 

条
項
別
審
議
過
程
と
内
容
の
分
析

前
文
・
第
一
・
ニ
・
=
一
条
(
川
柑
に
川
蜘
悶
議
ト
j
d
fし
l
u
a
u
u
J
J
か
.
)
。
ま
ず
、
前
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
諸
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。

一七八九年人権宣言研究序説岡

ド
・
ラ
ボ
ル
ド
(
号
円
、
与
c
骨
)
修
正
案
。
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
代
表
者
は
、
国
民
議
会
に
集
合
し
、
国
家
の
憲
法
を
起
草
す
る
任
を
負
い
、
最
高

存
在
者

(
-
d
z
g胃
m
B巾
)
に
祈
願
し
た
後
、

マ
ニ
プ
エ
ス
テ
ア
ン
タ
ン
ド
ル

あ
ら
ゆ
る
社
会
の
目
的
は
人
間
と
市
民
の
諸
権
利
を
表
明
し
、
要
求
し
か
っ
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

い
か
な
る
制
定
さ
れ
た
政
治
団
体
も
権
力
の
限
界
を
越
え
な
い
こ
と
、

立
法
府
か
ら
権
力
を
濫
用
す
る
よ
う
な
す
べ
て
の
手
段
を
、
立
法
府
を
人
間
の
諸
権
利
を
防
衛
す
る
よ
う
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

(
g
Z
E
D
-

P
コH
E
E
斗
白
ロ

m
U
忌
r
g
m
己

g
骨
三
gi--
・
)
奪
う
こ
と
が
と
り
わ
け
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
他
の
す
べ
て
(
の
諸
権
力
)
も
、
市
民
が

自
然
か
ら
享
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
権
利
が
一
切
の
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
国
民
議
会
は
、
制
定
さ
れ
た
諸
権
利
が
そ
の
な
か
に
自
ら
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
界
を
見
出
す
だ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
次
の

よ
う
な
諸
条
項
を
宣
言
す
る
。
」
(
〉
・
フ
語
-u-
怠
N
)
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こ
の
案
で
は
、
「
最
高
存
在
者
」
(
醐
防
護
臨
時
一
、
は
れ
埠
一
訪
日
)
と
い
う
用
語
が
で
て
き
た
こ
と
、
諸
権
力
と
く
に
立
法
府
の
権
力
濫
用
を
防
ぎ
、

そ
れ
ら
国
家
権
力
の
寸
限
界
」
と
し
て
人
権
宣
言
を
と
ら
え
て
い
る
点
、
注
目
さ
れ
る
。



説

ヴ
ィ
リ
ウ
l
伯

(

]

叩

8
8丹
市
骨
〈

E
E
)
修
正
案
。
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
代
表
者
は
、
国
民
議
会
に
集
合
し
、

社
会
秩
序
お
よ
び
す
べ
て
の
良
い
憲
法
は
基
礎
と
し
て
不
変
の
諸
原
則
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
人
聞
は
能
力
と
需
要
と
と
も
に
、
し
た
が
っ
て

そ
の
能
力
を
行
使
し
そ
の
需
要
を
満
足
さ
せ
る
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
と
と
も
に
、
創
ら
れ
た
の
で
、
政
治
社
会
の
制
度
に
服
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
諸
権
利
を
共
通
の
力
の
保
護
の
下
に
置
く
た
め
の
み
で
あ
る
こ
と
、
を
考
慮
し
、

政
府
は
被
治
者
の
利
益
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
為
政
者
の
利
益
の
た
め
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
社
会
団
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
に

対
し
彼
ら
の
不
可
譲
か
つ
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
権
利
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
市
民
の
要
求
が
争
い
え
な
い
諸
原
則
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
り
法
律

の
維
持
と
す
べ
て
の
人
の
幸
福
に
向
け
ら
れ
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、

か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
名
に
お
い
て
、
最
高
存
在
の
臨
存
の
も
と
に
、
市
民
の
す
べ
て
の
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
権
利
を
確
立
し
よ
う
と

欲
し
、
そ
れ
ら
の
諸
権
利
が
次
の
よ
う
な
真
理
に
基
づ
く
こ
と
を
宣
言
す
る
:
:
:
。
L

(

〉

-m・4
戸
匂
・
怠
N
)

北法40(1・194)194

論

と
政
府
が
被
治
者
の
利
益
の
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
な
お

鮮
貯
切
れ
一
日
似
し
競
)
、
そ
の
庇
護
の
も
と
に
「
社
会
契
約
」
を
締
結
し
人
権
を
宣
言
す
る
の
で
あ
っ
て
、

い
と
い
う
趣
旨
の
発
言
も
し
て
い
る
(
軒
雪
之
手
野
川
つ
日
認
識
一
考
)
。

自寸
万九 、ξヒク
C" ;I.旦レ

働争"ア

2FJ 
諸「
権ヲ
利神7
J全」テ

~ ! 
与す
は Zミ
な主形

寸
最
高
存
在
者
」
が
、

ド
・
ヴ
オ
ル
ネ
l
(
舟
〈
。

-E可
)
修
正
案
。
二
七
八
九
年
、
ル
イ
一
六
世
君
臨
の
第
一
六
年
に
、
立
法
府
に
集
会
し
た
(
国
民
)
代
表
者
は
、

永
い
以
前
か
ら
と
く
に
こ
こ
数
年
来
、
人
民
の
租
税
は
濫
費
せ
ら
れ
、
国
庫
は
使
い
果
さ
れ
、
安
全
と
自
由
と
所
有
は
非
道
な
仕
方
で
侵
害
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
考
慮
し
、

こ
れ
ら
の
無
秩
序
の
原
因
は
人
民
の
無
知
と
執
行
権
の
側
に
お
け
る
義
務
の
忘
却
に
由
来
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、

:::。
L

(

〉

ア

語
-u-
念
N
)

。

以
下
の
条
項
を
決
定
し
た

こ
の
提
案
は
、
権
利
宣
言
を
必
要
な
ら
し
め
た
歴
史
的
「
環
境
」
を
述
べ
る
と
い
う
、
先
行
案
と
は
「
異
っ
た
形
式
L

を
と
っ
て
い
る
。

多
く
の
議
員
達
が
主
張
し
た
の
は
、
「
最
高
存
在
者
の
臨
存
の
も
と
に
」
と
い
う
一
句
を
前
文
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
最
高
者
の
臨
存
は
寸
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
L

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
宣
言
は
寸
無
用
」
と
論
ず
る
者
も
あ
っ
た
。
「
人
聞
は
そ
の



何
人
か
ら
享
け
て
い
る
の
で
も
な
い
」
と
い
う
反
宗
教
的
発
言
も
あ
る
。

「
最
高
存
在
者
」
に
祈
願
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
す
る
議
員
も
あ
っ
た
。

諸
権
利
を
自
然
か
ら
享
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ア
や
ア
メ
リ
カ
の
立
法
者
達
が
、
彼
ら
の
法
典
の
官
頭
に

一
以
上
の
聖
職
者
(
吋
計
7
)
議
員
を
擁
す
る
国
民
議
会
は
、
結
局
こ
の
一
句
を
確
定
前
文
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

議
長
は
、
以
上
の
前
文
諸
案
(
崎
一
山
舟
再
片
付
川
、
ド
ト
r
J
J行
計
l
)

を
読
ん
で
そ
の
い
ず
れ
を
採
る
か
を
議
会
に
は
か
っ
た
が
、
奇
妙
な
こ
と
に

は
(
M
M
引
船
主
持
訪
守
町
民
た
)
、
前
夜
に
否
決
さ
れ
た
は
ず
の
「
五
人
委
員
会
案
」
前
文
急
性
ね
倍
一
一
号
)
が
再
び
多
く
の
議
員
の
要
求
に
よ

り
原
案
と
し
て
討
議
さ
れ
、
デ
ム

l
ニ
エ
(
ロ

2
5
2
E
q
m
)
が
若
干
の
修
正
を
加
え
て
(
ア
卸
昌
)
、
確
定
前
文
と
し
て
寸
大
多
数
」
に
よ

り
採
択
さ
れ
て
い
る
。
文
面
は
次
の
通
り
。

ロ
ー
マ
や
ロ
シ

四
分
の

一七八九年人権宣言研究序説岡

「
国
民
議
会
に
組
織
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
代
表
は
、
人
間
の
諸
権
利
の
無
知
、
忘
却
ま
た
は
軽
蔑
が
公
共
の
不
幸
お
よ
び
統
治
機
構
の
腐
敗
の

唯
一
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
厳
粛
な
宣
言
に
よ
っ
て
、
人
間
の
不
可
譲
か
つ
神
聖
な
自
然
権
を
宣
示
(
巾
M
℃
。
お
門
)
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

こ
の
宣
言
が
、
社
会
団
体
の
全
構
成
員
に
対
し
て
恒
常
的
に
現
在
し
、
彼
ら
に
絶
え
ず
彼
ら
の
権
利
と
義
務
と
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

ま
た
立
法
権
お
よ
び
執
行
権
の
行
為
が
い
つ
で
も
全
政
治
制
度
の
目
的
と
対
照
さ
れ
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
よ
り
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た

市
民
の
諸
要
求
が
爾
後
単
純
か
つ
争
い
え
ぬ
諸
原
則
に
基
づ
き
憲
法
の
維
持
と
す
べ
て
の
人
々
の
幸
福
と
に
向
う
よ
う
に
な
る
た
め
に
。

し
た
が
っ
て
、
国
民
議
会
は
、
最
高
存
在
者
の
臨
存
と
庇
護
の
も
と
に
、
人
間
と
市
民
の
次
の
よ
う
な
条
項
を
承
認
し
か
っ
宣
言
す
る
:
:
:
。
」
(
〉

同

J
詔
戸
匂

-hgω)
。

レ

タ

プ

リ

ー

ル

エ

ク

ス

ポ

ゼ

「
五
人
委
員
会
案
」
に
加
え
ら
れ
た
修
正
は
僅
か
で
あ
る
(
鰐
鶏
)
。
「
再
建
」
を
寸
宣
示
」
に
変
え
た
の
は
、
自
然
権
が
創
設
的
と
い
う
よ

り
厳
存
す
る
も
の
の
宣
言
的
表
明
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
(
管
手
三
宅
五
九
札
恥
官
民
県
立
九

芯
仰
と
っ
)
。
「
最
高
存
在
者
L

に
関
す
る
一
句
は
、
寸
五
人
委
員
会
案
」
で
は
「
意
図
的
に
か
偶
然
に
か
」
(
一
コ
時
二
)
「
脱
漏
」
し
れ
)
い
た
も

の
で
あ
る
。
第
六
部
会
案
に
は
類
似
の
句
が
あ
り
(
匙
)
、
国
民
議
会
の
多
数
意
見
に
よ
り
挿
入
さ
れ
た
。
ヴ
ア
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば

(
F
)
、

4

ア

イ

ス

ト

こ
の
追
加
修
正
は
、
国
民
議
会
議
員
は
「
少
な
く
と
も
理
神
論
者
L

で
あ
り
、
「
僧
侶
階
級
の
協
力
に
謝
意
を
表
し
」
、
「
国
民
大
衆
と

北法40(1・195)195

ま
た



呈A‘
日間

り
わ
け
農
村
の
大
衆
の
宗
教
的
本
能
に
満
足
を
与
え
L

第
一
・
ニ
・
三
条
(
M
d
肖
d
J持
採
択
。
)
。

ヂ
グ

原
案
(
該
部
)
の
第
一
条
か
ら
第
一

O
条
ま
で
(
当
時
廿
ユ
酷
)
が
読
ま
れ
た
が
、
ダ
ン
ド
レ
(
ロ
メ
ロ
骨
似
)
が
そ
の
採
択
に
反
対
(
糊
ト
一
鵬
首

hw寸
前

日

UJJH一
下
す
白
川
仁
川
か
)
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
の
「
配
応
じ
づ
か
デ
.
U
L
(批
寸
断
ト
吉
明
口
併
同
町
一
五
一
謡
、
。
本
)
条
項
案
を
示
し
て
い

る。

ょ
う
と
し
た
も
の
、

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

、

〆

(4)

ヘ
「
信
教
の
自
由
」
お
よ
び
「
公
的
祭
-
組
」
に
J

o

戸
関
す
る
討
議
の
個
所
で
再
論
し
よ
う
」

北法40(1・196)196

説

「
人
間
の
不
可
譲
の
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
権
利
は
、
自
由
と
所
有
と
安
全
、
権
利
の
平
等
、

よ
ぴ
圧
制
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
L

(

ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
よ
り
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
)
。

そ
の
名
誉
と
生
命
の
保
全
、

そ
の
思
想
の
伝
達
お

タ
ル
ジ
エ

(叶

ω吋
m巳
)
も
原
案
一

O
カ
条
の
削
除
と
、

次
の
五
条
を
も
っ
て
代
う
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

プ

ア

キ

ユ

ル

テ

方

プ

リ

ガ

シ

占

有

ン

「
一
条
各
人
は
自
然
か
ら
そ
の
能
力
を
行
使
す
る
権
利
を
う
け
て
い
る
。
た
だ
し
他
人
の
能
力
の
行
使
を
害
し
な
い
義
務
が
あ
る
。

F
Hソ
ア
ー
ル

の
権
利
で
あ
り
、
他
は
彼
の
義
務
で
あ
る
。

ド
ロ
ワ

-v・
ジ
ユ
イ
1
ル

プ

ヴ

ワ

l
ル
・
エ
タ
ス
ク
リ
ユ
ジ
フ

二
条
安
全
、
自
由
お
よ
び
所
有
と
は
、
一
方
に
お
い
て
享
受
の
権
利
で
あ
り
、
他
は
、
一
定
の
物
を
所
有
す
る
排
他
的
権
能
で
あ
る
。
そ
こ

に
人
々
の
権
利
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
。

モ
ワ
イ
ヤ
ン

三
条
人
々
の
資
力
と
能
力
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
目
的
は
資
力
の
不
平
等
の
さ
な
か
で
平
等
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ス

-

レ

ユ

ニ

ツ

サ

ン

コ

ン

フ

ィ

ル

メ

四
条
人
々
が
彼
の
諸
権
利
を
市
民
社
会
に
お
い
て
結
合
す
る
こ
と
に
お
い
て
失
な
う
と
き
に
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
諸
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
に

プ
リ
ユ
・
ブ
ラ
ン
ド
・
ア
シ
ユ
ラ
ン
ス

よ
っ
て
よ
り
大
き
な
保
証
を
う
る
の
で
あ
る
。

社
会
の
外
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
の
保
障
も
存
し
な
い
。
社
会
に
お
い
て
は
、

一
方
は
彼

五
条

こ
れ
に
反
し
て
、
法
律
が
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
保
障
す
る
。
」

(
仰
一
彩
ル
)
は
、

プ

ゾ

ワ

ン

ヂ

タ

ー

ル

プ

ラ

1
セ

プ

ラ

ン

「
自
然
の
作
者
は
す
べ
て
の
人
々
に
幸
福
へ
の
需
要
と
欲
求
お
よ
び
幸
福
に
到
達
す
る
能
力
を
具
有
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
能
力
の
充
全
で
完
全
な
行

使
に
こ
そ
自
由
が
存
す
る
。

ド
・
ラ
・
リ
ュ
ゼ
ル
ヌ

(
仏
巾

-
m
FロN
巾同

45)

最
初
の
一
一
条
を
次
の
条
項
に
代
え
る
こ
と
を
提
案
。



ド
・
ボ
ワ
ジ
ュ
ラ
ン
の
雄
弁
な
演
説
や
他
の
弁
士
の
(
悶
何
げ
)
演
説
が
続
き
、
議
場
は
出
席
者
が
少
な
く
な
り
、
定
員
数
に
足
り
ず
不
正

規
だ
と
指
摘
す
る
者
(
川
下
河
川
)
も
い
た
。
「
時
聞
が
き
わ
め
て
」
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
議
会
は
未
だ
何
も
採
択
し
え
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
ム
ニ
エ
が
次
の
三
カ
条
の
提
案
を
行
う
。

「
一
条
人
聞
は
、
自
由
で
ま
た
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
生
存
す
る
。
社
会
的
区
別
は
、
共
同
の
利
益
に
の
み
基
づ
い
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二
条
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
結
合
の
目
的
は
、
人
間
の
自
然
で
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
権
利
を
保
全
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、

自
由
、
所
有
、
安
全
お
よ
び
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る
。

三
条
あ
ら
ゆ
る
主
権
の
源
泉
は
、
本
質
的
に
国
民
に
存
す
る
。
い
か
な
る
団
体
も
、
い
か
な
る
個
人
も
、
国
民
か
ら
明
示
的
に
派
生
し
な
い
と
こ

ろ
の
権
威
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(
〉
・
句
・
4

戸
匂
・
怠
ω)

一七八九年人権宣言研究序説回

こ
の
ム
ニ
エ
の
提
案
は
、
議
場
の
「
眠
気
を
醒
ま
し
」
、
こ
れ
に
対
す
る
「
喧
騒
」
と
(
僧
侶
、
貴
族
、
平
民
の
提
示
す
る
様
々
の
修
正
案
)

の
「
矛
盾
」
の
う
ち
に
、
「
討
議
が
行
わ
れ
た
後
、
結
局
採
択
さ
れ
た
」
。
ま
た
「
議
会
は
原
案
の
最
初
の
六
カ
条
を
(
ム
ニ
エ
の
)
三
カ
条

に
代
え
る
こ
と
を
決
定
し
が
い
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
議
事
録
は
、
た
だ
単
に
、
「
そ
れ
ら
条
項
が
採
択
さ
れ
た
」
と
記
録
す
る
令

指
九
)
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
権
宣
言
の
最
初
の
三
カ
条
は
ム
ニ
エ
案
通
り
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
原
型
が
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
(
育
長
一
昌

一一一r
当
問
、
)
に
発
す
る
こ
と
、
そ
の
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
案
の
基
本
的
イ
デ
ー
を
と
り
い
れ
つ
つ
他
の
諸
草
案
も
参
照
し
「
融
和
を
試
み
L

た
ム

ニ

エ

案

(

芸

課

町

一

童

話

喜

一

若

草

野

偽

善

語

一

三

)

が

、

好

余

曲

折

を

経

た

(

臥

組

問

主

仕

立

言

語

吹
い
晴
、
相
制
定
耕
一
説
強
迫
場
基
)
後
に
、
「
編
集
的
」
に
整
備
さ
れ
た
三
カ
条
の
形
で
再
び
姿
を
あ
ら
わ
し
、
結
局
、
確
定
条
項
と
し
て
直

ち
に
採
択
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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い
っ
た
い
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
案
が
ど
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
憲
法
思
想
や
原
則
の
影
響
を
受
け
た
か
(
受
な
か
っ
た
か
)
、

ま
た
フ
ラ
ン
ス



説

固
有
の
要
素
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
寸
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
制
定
を
め
ぐ
る
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
と
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
L

の
研
究
中
で
検
討
し
た
。
米
独
立
戦
争
支
援
の
勇
将
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
が
、
米
「
独
立
宣
言
」
の
次
に
仏
「
人
権
宣
言
し
を
つ
く
る
こ
と
を

理
想
と
し
、
そ
の
「
独
立
宣
言
L

起
草
の
父
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
と
親
交
が
あ
り
、
革
命
前
夜
か
ら
駐
仏
米
大
使
と
し
て
パ
リ
に
在
っ
て
活
躍

北法40(1・198)198

三A
居間

し
て
い
た
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
に
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
は
彼
の
人
権
宣
言
草
案
作
成
に
つ
い
て
直
接
・
間
接
に
助
言
を
も
と
め
て
い
る
。
ま
た
、

ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
自
身
、
一
七
八
九
年
六
月
初
め
の
ク
リ
チ
カ
ル
な
時
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
「
権
利
憲
章
」

(ng-百
円
え

E
m
Z印
)

案
を
作
成
し
て
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
に
も
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
を
基
本
に
、
確
定
条
項
一
三
条
が
成
立
し
た

こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
憲
法
思
想
の
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

そ
れ
程
単
純
で
は
な
い
。
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
自
身
、

ま
で
に
、
人
権
宣
言
草
案
を
第
一
・
第
二
・
第
三
案
と
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
重
要
な
修
正
・
改
変
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
、
ジ
ェ
フ
ァ

l

ソ
ン
の
「
権
利
憲
章
L

構
想
や
部
分
的
な
直
接
の
助
言
は
い
ず
れ
も
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
採
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
ラ

フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
の
ど
の
部
分
に
ど
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
憲
法
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
か
(
な
か
っ
た
か
)
、
ま
た
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
の
フ

し
か
し
、
こ
の
重
要
な
問
題
点
は
、

一
七
八
九
年
一
月
か
ら
七
月
の
国
民
議
会
上
提

ラ
ン
ス
固
有
の
思
想
や
現
実
に
対
応
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と
、
を
厳
密
に
分
析
・
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
全
体
的
な
解

エ
ス
プ
リ
・
レ
ヴ
オ
リ
ユ
シ
オ

析
は
別
稿
で
行
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
必
要
な
、
結
論
の
み
を
要
約
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
一
般
的
憲
法
原
則
が
共
通
の
「
革
命
の
精

桝ル一
9
)
と
し
て
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
案
(
理
ゴ
寝
苦
一
一
時
十
)
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
案
が
シ
エ
イ
エ
ス
案
の
一
部
を
と
り
い
れ

た
ム
ニ
エ
の
綜
合
に
よ
り
確
定
条
項
の
基
本
原
則
と
も
い
う
べ
き
一
・
二
・
三
条
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
確
定
条
項

に
つ
い
て
は
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
案
の
影
響
は
部
分
的
な
い
し
無
い
も
の
が
多
い
。

し
た
が
っ
て
、
確
定
条
項
一
・
二
・
三
条
は
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
案
を
通
し
て
、

ア
メ
リ
カ
革
命
の
憲
法
思
想
が
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
、

ア
メ
リ
カ
、

フ
ラ
ン
ス

(
共
通
の
)
「
革
命
精
神
」
を
昂
揚
し
た
条
項
と
い
え
る
が
、

そ
れ
を
集
約
的
な
条
項
と
し
た
の
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
憲



法
賞
讃
」
者
ム
ニ
エ
(
+
義
一
一
五
時
)
の
編
纂
力
に
よ
る
ほ
か
、
他
の
諸
案
(
区
制
伽
)
お
よ
び
革
命
の
進
展
(
批
肱
航
恥
一
回
開
罰
の
)
を
背
景
に
も
っ
て

い
る
こ
と
を
、
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
。

こ
の
仏
・
米
革
命
共
通
の
近
代
立
憲
主
義
の
原
点
と
い
え
る
憲
法
思
想
と
精
神
が
、
実
は
、
日
本
国
憲
法
の
原
点
(
哨
寸
一
一
位
七
、
丸
一
一
、
)
に
も

ひ
そ
む
こ
と
を
、
こ
こ
で
想
起
し
て
お
く
こ
と
は
、
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

第
四
・
五
条
(
吟

E
4
d謀
長
)
(
ロ
)

議
長
は
、
原
案
(
箆
恥
部
)
七
条
を
討
議
に
付
し
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ド
・
ラ
メ
ト

p
o
n
y
o〈
釦
ロ

q
匡
民
自
己
円
。
骨
円
、
ω
5
2
F
)
は
、
第
六
部
会
案
の
七
・
八
・
九
・
一

O
条
の
諸
原
則

を
要
約
、
短
縮
し
、
「
よ
り
精
力
的
な
仕
方
で
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
L

次
の
二
カ
条
に
し
て
提
案
す
る
。

一七八九年人権宣言研究序説岡

「1
(
四
条
と
な
る
)
自
由
と
は
他
人
を
害
し
な
い
こ
と
は
す
べ
て
な
し
う
る
こ
と
に
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
人
の
自
然
権
の
行
使
は
、
社
会

の
他
の
構
成
員
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
同
じ
権
利
の
享
有
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
の
限
界
以
外
を
明
ら
か
に
お
三
骨
B
B
g
C
も
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
限

界
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
う
る
。

2
(
五
条
と
な
る
)
法
律
は
、
社
会
に
明
ら
か
に
有
害

(m〈
広
巾

5
5
2
t
g
2
5
-
g
)
な
行
為
で
な
け
れ
ば
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
こ
と
は
、
阻
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
何
人
も
法
律
が
命
じ
て
い
な
い
こ
と
を
な
す
よ
う
強
制
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
L

こ
の
二
カ
条
が
討
義
の
対
象
と
さ
れ
、
種
々
の
修
正
案
が
出
さ
れ
る
が
、
基
本
的
に
確
定
第
四
・
五
条
に
な
る
こ
の
案
は
、
第
六
部
会
案

(
白
ιr
一
)
の
実
質
的
内
容
(
当
時
廿
ユ
酷
)
の
要
約
と
先
行
の
他
の
諸
案
中
の
イ
デ

l
(一
首
一
位
間
一
一
一
明
仁
川
監
定
一
)
の
集
約
と
い
え
よ
う
。

内
容
に
お
け
る
権
利
と
義
務
の
相
互
関
係
の
巧
み
な
要
約
で
あ
り
、
す
で
に
ム
ニ
エ
草
案
(
対
矧
紅
一
目
録
一
隅
4
師
勝
一
)
に
、

ま
た
、
後
段
は
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ト
草
案
三
条
方
式
と
同
じ
(
時
f
r
羽
時
一
計
四
)
で
あ
る
か
ら
、

「
中
間
左
派
に
近
い
三
頭
政
治
派
の
一
巨
頭
L

と
い
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
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れ
て
い
る
し
、

実
質
的

同
文
条
項
が
提
示
さ

ラ
メ
ト
の
独
創
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。

A
-
ラ
メ
ト
は

既
提
出
草
案
中
の
最
も
優
れ
た
と



説

考
え
た
方
式
を
編
集
し
え
た
と
こ
ろ
に
彼
の
役
割
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

第
六
条
(
間
出
九
一
時
抗
日
ノ
町
一
ザ
1
1
.
Mー
が
に
紅
午
前
)

第
四
・
五
条
の
採
択
後
、
第
六
部
会
案
十
一
条
(
梓
端
。
一
齢
一
一
k
柄
引
批
正
旬
』
)
を
基
礎
と
し
て
「
市
民
の
名
に
お
け
る
最
も
麗
わ
し
い
特
権
の

一
つ
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
地
位
や
職
に
就
き
う
る
権
利
L

に
つ
い
て
の
討
議
に
う
つ
る
。
多
く
の
提
案
と
議
論
が
な
さ
れ
る
。
バ
レ
ー

ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ウ

l
ザ
ツ
ク
(
∞
ωミ
mvB
号

5
2
N
R
)
が
述
べ
た
よ
う
に
、
公
職
就
任
可
能
性
の
問
題
は
「
競
走
心
を
刺
激
」
し
、
「
ア
メ

リ
カ
人
達
が
そ
の
権
利
宣
言
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
貴
族
制
の
芽
を
つ
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
」
よ
う
に
、
十
一
条
よ
り
は
「
よ
り
精
力
的
で
よ

り
広
汎
な
仕
方
」
で
保
障
し
、
公
職
の
行
使
権
限
が
恋
意
的
に
な
っ
た
り
排
他
的
に
な
ら
ぬ
」
よ
う
に
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
は
、
大
多
数

北法40(1・200)200

論

の
関
心
や
気
持
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

一一、

一四、

マ
ル
チ
ノ

l
(富
山
『
片
山
口

gc)

ド
・
ポ

1
ア
ル
ネ
(
母
∞
ω
c
y
m門
口
包
由
)
は
、
十
一
、

は
五
カ
条
案
(
静
一
治
支
)
、
カ
ミ
ユ
や
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
の
修
正
案
、
タ
ル
ジ
ュ
の
三
カ
条
案
、
ヴ
ォ
ル
ネ
!
と
ピ
ゾ
ン
・
デ
ュ
・
ギ
ャ
ラ
ン

ア
ブ
レ

(盟国

S
E
の
包
虫
色
)
は
、
第
六
部
会
案
一
二
条
を
十
一
条
の
前
に
位
置
せ
し
む
べ
き
だ
と
述
べ
、
ム
ニ
エ
は
、
十
一
条
の
い
う
「
招
喚
」

は
暖
昧
で
、
後
の
立
法
者
を
わ
ず
ら
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
(
鮎
一
徒
一
笥
均
約
一
議
招
待
一
沼
措
)
か
ら
、
「
生
ま
れ
に
よ
る
区
別
な
し

ア
ド
ミ
ツ
シ
1
プ
ル

に
、
彼
ら
の
才
能
と
力
偏
に
し
た
が
っ
て
、
承
認
さ
れ
う
る
L

と
修
正
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
他
多
く
の
提
案
・
意
見
が
あ
っ

た
が
、
結
局
、
ド
・
タ
レ

l
ラ
ン
1

ペ
リ
ゴ

l
ル
(
河
lyd日
記
蛇
君
主
o
E
)
の
次
の
案
が
、

一一一一、

一
五
条
を
一
つ
に
ま
と
め
た
案
、

一
読
後
あ
ら
ゆ
る
票
を
あ
つ
め
た
。

「
法
律
は
一
般
意
志
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
市
民
は
、
彼
ら
自
身
で
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
そ
の
作
成
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。

法
律
は
、
保
護
す
る
場
合
で
も
、
処
罰
す
る
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
市
民
は
、
法
律
の
眼
に

カ

パ

シ

テ

シ

ユ

セ

プ

チ

l
プ
し

と
っ
て
平
等
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
地
位
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
公
の
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。
」

以
上
の
す
べ
て
の
提
案
、
修
正
案
を
逐
一
採
否
に
と
っ
た
後
、
タ
レ

1
ラ
ン
案
が
最
後
に
な
り
、

ア
ド
ミ
シ
l
プ
ル

ム
ニ
エ
ら
の
修
正
提
案
が
「
就
く
こ
と



カ
パ
シ
テ

を
認
め
ら
れ
る
」
、
「
出
生
に
よ
る
差
別
な
し
に
」
と
す
る
こ
と
を
主
張
。
ム
ニ
エ
が
「
能
力
に
し
た
が
っ
て
」

や
財
産
の
条
件
を
つ
け
る
こ
と
も
含
む
と
の
解
釈
を
示
し
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
議
会
の
(
左
翼
)
一
部
か
ら
無
効
を
主
張
す
る
も
の
が
い

た
が
、
議
長
の
ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
が
こ
れ
ら
少
数
に
よ
る
議
決
の
無
効
論
を
抑
え
(
断
れ
耐
酌
唯
一
叩
げ
崎
一
位
打
川
乱
崎
一
時
科
唯
一
u
u
r拍
)
、
自
ら
修
正

案
「
彼
ら
の
才
能
と
徳
性
以
外
の
区
別
な
し
に
」
を
出
し
、
殆
ど
満
場
一
致
で
承
認
さ
せ
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
文
言
(
咋
ぶ
)
で
、
第
六

と
は
、

公
職
就
任
に
、

年
齢

条
を
「
満
場
一
致
」
で
可
決
し
、
会
議
を
終
了
し
た
。

ペ
ル
ソ
ネ
ル
マ
ン

「
第
六
条
法
律
は
一
般
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
は
彼
ら
自
身
で
、
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
そ
の
作
成
に
協
力
す
る
権
利

を
も
っ
。
法
律
は
、
保
護
す
る
場
合
で
も
、
処
罰
す
る
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
市
民
は
法
律

カ

パ

シ

テ

ヴ

ル

チ

ユ

タ

ラ

ン

l

l

'

p

l

i

l

i

-

-

の
眼
に
と
っ
て
平
等
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
能
力
に
し
た
が
い
、
彼
ら
の
徳
性
と
才
能
以
外
の
区
別
を
の
ぞ
け
ば
、
ひ
と
し
く
(
m
m
丘
四
日
巾
ロ
門
)
、
あ
ら

ゆ
る
公
の
高
職
、
地
位
お
よ
び
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。
」

第
六
条
が
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
の
は
、

(
部
分
)

タ
レ

l
ラ
ン
の
起
草
と
ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
の
修
正
に
よ
る
わ
け
で
、

後
者
の
修
正

明
確
化
と
い
う
意
味
で
、

は
、
こ
の
資
料
は
J

。

這
入
っ
て
い
な
い
」

注
目
さ
れ
る
。

キ」日

ヘ
な
お
、
八
月
二
一
日
の
会
議
の
部
分
に
は
、
ド
ポ
ワ
ラ
ン
ド
リ
イ
(
宏
司
。
一
m
Eロ
骨
三
の
八
節
に
分
け
た
七
四
条
に
及
ぶ
詳
細
な
条
項
案

f
q権
利
宣
言
に
這
入
る
た
め
に
」
)
が
、
議
会
の
命
令
で
印
刷
さ
れ
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
(
〉
司
丹
昌
官
官
品
目
中
ミ
c
v
p
E
Z
2
に

一七八九年人権宣言研究序説回

き
わ
め
て
フ
ラ
ン
ス
的
な
総
合
条
項
で
あ
り
(
雌
)
、

本
確
定
第
六
条
は
、

そ
の
意
味
内
容
が
豊
か
な
重
要
条
項
で
あ
る
。

第
七
・
八
・
九
条
(
泊
三
一
正
吉
諸
静
採
択
。
)

第
六
部
会
案
一
四
条
(
謹
た
い
一
説
)
を
出
発
点
と
し
て
、

刑
事
裁
判
に
か
ん
す
る
権
利
に
つ
い
て
、

興
味
深
い
提
案
や
討
論
が
行
わ
れ
る
。

北法40(1・201)201 

ま
ず
、

タ
ル
ジ
ェ
が
、

次
の
提
案
を
す
る
。

プ
レ
ス
タ
リ

y
ト

プ

レ

シ

ぜ

「
一
条
い
か
な
る
市
民
も
、
法
律
の
名
に
お
い
て
、
ま
た
法
律
の
規
定
す
る
形
式
に
よ
り
、
ま
た
明
確
化
さ
れ
た
条
項
に
し
た
が
う
の
で
な
け
れ

ば
、
訴
追
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、
拘
束
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
え
な
い
。

二
条
自
由
に
反
す
る
す
べ
て
の
窓
意
的
な
命
令
は
処
罰
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
命
令
を
請
求
し
、
発
し
、
執
行
し
か
っ
執
行
せ
し
め
た



説

者
達
は
、
処
罰
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
L

ま
た
、
ボ
ン
ネ

l
公
爵

20
目白

Z
己
目
的
色
何
回
。
ロ
ロ
ミ
)
が
、

い
く
つ
も
の
条
項
の
原
則
を
含
む
提
案
(
紅
ヵ
)
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
の
う

北法40(1・202)202

論

ち
(
ι

「
)
、
次
の
刑
の
遡
及
効
禁
止
の
規
定
が
注
目
さ
れ
る
。

オ
プ
リ
ガ
ト
ワ

t
ル

「
い
か
な
る
法
律
も
遡
及
効
を
も
ち
え
な
い
。
し
か
し
、
法
律
が
公
布
さ
れ
た
時
か
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
義
務
的
と
な
り
、
そ
し

レ
ガ
リ
テ
シ
ヴ
イ
ル

て
共
通
の
法
律
へ
の
服
従
が
、
す
べ
て
の
市
民
に
平
等
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
市
民
的
平
等
が
存
す
る
。
」

と
り
わ
け
、
デ
ュ
ポ

l
ル

(
U石
。
ユ
)
の
二
カ
条
の
提
案
が
重
要
で
あ
り
、
第
二
条
は
起
草
過
程
上
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
、
し
か
も
確
定
条

ク
パ

1
プ

ル

ド

ウ

1
ス

ユ

メ

1
ヌ

項
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。
彼
は
、
犯
罪
者
に
対
す
る
「
温
和
で
人
間
的
な
法
律
」
が
国
民
的
栄
誉
と
さ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
判
決
の
宣
告
も
な
い
の
に
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
と
い
う
「
野
蛮
な
慣
行
」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
パ
ス
テ
イ
ユ
や
シ
ヤ

ト
レ
の
牢
獄
の
恐
る
べ
き
状
態
が
あ
る
が
、
犯
罪
者
の
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
を
刑
罰
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
、
二
つ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
同
一
の
犯
罪
に
は
平
等
な
刑
罰
、
ま
た
犯
罪
者
の
身
柄
拘
束
の
温
和
な
方
法
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、

次
の
提
案
を
し
て
い
る
。

ク
パ

l
プ
ル

二
条
法
律
は
、
厳
格
に
か
つ
明
白
に
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
刑
罪
の
み
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
犯
罪
者
は
事
前
に
制
定
さ
れ
か
つ
合

法
的
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
よ
っ
て
の
み
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ

ン

ダ

ネ

二
条
す
べ
て
の
者
は
、
有
罪
判
決
が
で
る
ま
で
は
無
罪
で
あ
る
か
ら
、
逮
捕
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
身
体

サ

ン

シ

ユ

レ

リ

ゴ

ー

ル

セ

ペ

ー

ル

マ

ン

レ

プ

リ

メ

を
拘
束
す
る
た
る
め
に
必
要
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
一
切
の
厳
格
さ
は
き
び
し
く
抑
制
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
が
強
く
こ
の
デ
ュ
ポ

l
ル
案
を
支
持
、

マ
ル
テ
ィ
ノ

l
も
こ
れ
に
賛
す
る
が
、
部
分
的
修
正
案
を
出
す
。
ミ
ラ
ボ

l

伯
が

2
0
8
5
R
号
呂
町
何
回

Z
S
)
官
憲
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
上
は
大
臣
か
ら
下
は
現
場
の
下
級
官
吏
に
い
た
る
ま
で
(
れ
一
日
一
語
)
、
「
全

階
層
の
責
任
L

を
問
題
に
す
べ
く
、
そ
の
た
め
「
明
確
な
法
律
」
に
よ
り
拘
束
さ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
。
シ
ャ
ト
レ

l
公
爵

(-o
円
吉
の
門
田
口



num同
件
。

-2)
は、

イ
ギ
リ
ス
に
行
わ
れ
て
い
る
ウ
ォ
ラ
ン
ト
(
当
日

E
E
)
の
導
入
を
提
案
す
る
が
、
デ
ム

l
ニ
エ
が
反
対
、

そ
れ
は
嘗
て
は

大
い
に
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
濫
用
が
多
い
と
い
う
の
で
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
、
今
日
で
は
殆
ど
実
効
性
が
な
い
と
い
う
の
で
、
結
局
認
め

》
」
。

ら
れ
て
い
な
い
、

は
、
シ
ェ
イ
エ
ス
案
の
一
九
全
日
制
一
一
宅
一
一
民
議
一
)
を
付
加
す
べ
き
こ
と
を
提
案
、
結
局
、
多
く
の

提
案
や
意
見
の
う
ち
、
デ
ユ
ポ

l
ル
と
タ
ル
ジ
ェ
案
を
合
体
し
、
シ
ェ
イ
エ
ス
案
を
加
え
、
若
干
の
修
正
(
デ
ム

l
ニ
エ
が
、
「
法
律
の
名
に

ア
ン
・
ペ
ル
チ
ユ

お
い
て
」
は
濫
用
の
お
そ
れ
あ
り
、
「
法
律
に
よ
っ
て
」
と
の
修
正
案
が
認
め
ら
れ
て
七
1

九
条
の
確
定
案
が
採
択
さ
れ
た
。

ま
た
、

マ
ル

l
エ
(富山乙。

5同
)

一七八九年人権宣言研究序説回

七
条
何
人
も
、
法
律
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
法
律
の
規
定
す
る
形
式
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
訴
追
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、
拘
禁
さ
れ

え
な
い
。
窓
意
的
命
令
を
請
求
し
、
発
令
し
、
執
行
し
ま
た
は
執
行
せ
し
め
た
者
は
、
処
罰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
法
律
に
よ
り
百
喚

さ
れ
ま
た
は
逮
捕
さ
れ
た
市
民
は
、
た
だ
ち
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
抵
抗
す
れ
ば
有
罪
と
な
る
。

八
条
法
律
は
、
厳
格
で
明
白
に
必
要
な
刑
罰
の
み
を
定
め
ね
ば
な
ら
ず
、
何
人
も
、
犯
罪
に
先
立
っ
て
制
定
公
布
さ
れ
、
か
つ
適
法
に
適
用
さ
れ

る
法
律
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

九
条
す
べ
て
の
人
は
、
有
罪
だ
と
宣
告
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
逮
捕
が
不
可
欠
だ
と
判
定
さ
れ
た
と
き
で
も
、

そ
の
身
柄
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
な
い
よ
う
な
一
切
の
強
制
措
置
は
、
法
律
に
よ
っ
て
厳
し
く
抑
圧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一

O
条
(
吟
主
再
刊
牛
「
弱
点
)
l

伊
議
採
)

第
六
部
会
案
一
六
・
一
七
・
一
八
条
(
当
時
十
一
訟
)
を
出
発
点
と
し
て
、
宗
教
的
意
見
の
自
由
お
よ
び
公
の
礼
拝
の
尊
重
に
つ
い
て
、

長

激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
る
。

北法40(1・203)203

(
号
∞
。
ロ
ロ
釦
]
け
ん

yr昨
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
の
諸
原
則
は
「
永
遠
的
な
基
盤
L

と
し
て
宗
教
に
基
づ
く
こ
と
を
要
求
。

ド
・
ラ
ボ
ル
ド
(
号
戸
与

R
母
)
は
、
寸
寛
容
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
宗
教
の
た
め
血
が
流
さ
れ
荒
廃
が
起
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

は
な
お
多
様
な
宗
教
が
存
在
、
あ
る
宗
教
を
維
持
す
る
専
制
政
が
あ
り
、
あ
る
い
は
迫
害
(
M
M
む
が
行
わ
れ
る
が
、
分
派
は
そ
れ
に
よ
っ
て

ド
・
ボ
ン
ナ
ル



説

(
公
共
の
)
平
和
を
維
持
す

る
こ
と
の
み
を
任
務
と
し
、
そ
の
平
和
を
み
だ
さ
な
い
唯
一
の
や
り
方
は
、
宗
教
的
礼
拝
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
が
世
俗

の
権
力
を
用
い
て
宗
教
を
擁
護
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
、
ど
う
し
て
そ
の
信
何
の
純
粋
さ
の
み
で
維
持
す
べ
き
も
の
を
ま
も
り
え
ょ
う
か
。

地
上
の
権
力
は
宗
教
と
は
な
ん
ら
共
通
の
も
の
を
も
た
ぬ
こ
と
は
た
し
か
だ
か
ら
、
正
当
な
権
力
は
宗
教
的
礼
拝
に
侵
害
を
加
え
る
よ
う
な

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
良
心
の
自
由
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
仰
の
自
由
は
あ
ら
ゆ
る
市
民
に

ぜ
ア
ン
・
サ
ク
レ

属
す
る
神
聖
な
善
で
あ
る
。
そ
れ
を
奪
う
た
め
に
権
力
を
用
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
信
徒
達
は
柔
和
を
す
す
め
た
で

む
し
ろ
闘
志
を
強
め
て
い
る
。
恐
ら
く
は

(
権
力
の
宗
教
的
)
中
立
が
最
も
賢
明
な
態
度
で
あ
り
、
統
治
者
は

北法40(1・204)204

論

は
な
い
か
。
他
宗
教
の
礼
拝
を
尊
重
し
よ
う
、
我
々
の
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
ん
た
め
に
、
と
。

ミ
ラ
ボ

l
伯
は
ま
た
、
寸
最
も
無
制
約
な
宗
教
の
自
由
」
こ
そ
が
「
神
聖
な
権
利
L

だ
と
強
調
す
る
。
「
寛
容
」
と
い
う
言
葉
で
す
ら
、
あ

る
思
想
の
自
由
を
寛
容
し
他
の
も
の
は
許
容
し
な
い
と
い
う
権
力
の
存
在
を
認
め
る
も
の
だ
か
ら
、
専
制
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
適
当
で

は
な
い
。
人
々
の
精
神
に
多
様
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
宗
教
的
意
見
の
多
様
性
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
何
人
も
そ
の
宗
教
に
お
い
て
苦

プ
レし
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
宗
教
的
礼
拝
を
自
由
に
行
う
こ
と
の
権
利
を
も
っ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
教
と
礼
拝
の
自

由
を
認
め
て
も
、
危
慎
さ
れ
る
無
秩
序
は
起
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
か
り
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
来
る
べ
き
世
に
お
い
て
罰
を
受
け
る
こ
と
は

レ
ー
ト
ル
・
シ
ユ
プ
レ

I
ム

ポ

ン

テ

避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
此
の
世
で
は
寸
最
高
存
在
者
の
慈
愛
L

の
と
り
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
、

と

ト
し
か
認
め
ぬ
こ
と
を
指
摘
。
ま
た
、

エ
イ
マ

l
ル
師
(
円
山
σσ
の
円
円
何
百
吋
忘
吋
)
は
、
ミ
ラ
ボ

l
に
反
論
し
、
寛
容
原
則
を
主
張
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
公
け
の
礼
拝
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

一
六
条
と
一
八
条
の
分
離
検
討
を
求
め
る
。
カ
ミ
ユ
が
こ
れ
に
賛
成
。
議
場
騒
然
。
翌
日
(
即
)
に
討

議
を
延
し
た
が
、
ミ
ラ
ボ
ー
は
不
寛
容
な
者
達
の
策
動
を
恐
れ
て
発
一
一
一
一
一
口
・
:



翌
二
三
日
の
会
議
は
、
議
長
(
w
h
v
u
w
献
U
骨
船
ネ
l
)

が、

カ
ル
今
ル
・
プ
リ
ュ
・
グ
ラ
ン
・
シ
ラ
ン
ス

ら
「
静
粛
か
つ
最
大
限
の
静
聴
」
を
要
求
。

原
案
一
六
・
一
七
・
一
八
条
の
討
議
を
は
じ
め
る
に
あ
た
り
、

重
要
条
項
案
だ
か

(
】

Mmz。
ロ
仏
巾
〈
巴
O
D
9
足
。
)
lま

一
六
・
一
七
条
は
「
義

ペ
シ
オ
ン
・
ド
・
ヴ
イ
ル
ヌ

i
ヴ

務
L

に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
り
「
憲
法
」
の
審
議
段
階
の
問
題
と
し
て
後
ま
わ
し
に
す
る
の
が
賢
明
と
主
張
。

W
4

・恥!内
y

・レ・
0
ノ
ン

「
法
律
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
通
用
す
る
権
利
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

人
権
宣
言
に
規
定
す
る
の
は
、

法
律
の
問
題
で
は
な
く
、

と
説
く
。

マ
イ
e

ヨ

(
冨
包

-Z同
)

「
厳
粛
L

カ3

つ

「
神
聖
」

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
、

次
の
よ
う
な
案
を
提
出
す
る
。

は
、
宗
教
が
も
っ
と
も

ぜ

ア

ン

・

ポ

リ

テ

イ

ク

ソ

リ

イ

ド

「
宗
教
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
善
の
う
ち
で
も
っ
と
も
堅
実
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
な
に
び
と
も
そ
の
宗
教
的
意
見
の
ゆ
え
に
不
安
に
さ
れ
て
は

、ょう

K
3
0
一
へ
こ
の
条
項
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
カ
ス
テ
ラ
l
ヌ
伯
爵
案
に
ひ
と
し
J

o

f

dョ
f
し

L

F

い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
案
の
後
半
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
る
」

プ

l
シ
ユ

』ま

(
寸
礼
拝
」

の
文
言
の
代
り
に
、
「
す
べ
て
の
信
何
と

一
八
条
を
若
干
修
正

(∞。ロ
n
E
O
)

一
六
・
一
七
条
の
削
除
を
要
求
。

三
一
七
八
七
年
勅
令
の
精
神
〉

の

〉

フ

〉

え

(

、

、

}

/

り

適

合

的

と

い

う

¥

宗
教
的
意
見
」

と
す
る
)

次
の
条
項
を
提
案
。

一七八九年人権宣言研究序説帥

「
い
か
な
る
社
会
も
宗
教
な
く
し
て
存
立
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
は
そ
の
信
仰
と
そ
の
宗
教
的
意
見
に
お
い
て
自
由
に
生
き
る
権
利
を

有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
神
の
み
が
審
判
し
う
る
と
こ
ろ
の
思
想
に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
L

(

紅
、
の
蹄
怯
訴
持
弘
泊
砲
同
刊
行
な

た
)
。

エ
イ
マ

l
ル
師
は
、
前
日
の
白
か
ら
の
提
案
に
対
し
意
見
を
変
え
、
多
様
な
意
見
を
和
解
し
う
る
と
し
て
、
次
の
案
を
再
提
出
す
る
。

ヂ

リ

・

ス

ク

レ

「
法
律
は
秘
密
の
違
犯
に
達
し
え
な
い
の
で
、
宗
教
の
み
が
法
律
を
補
完
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
善
良
な
秩
序
の
た
め
に
は
、
宗

教
が
維
持
さ
れ
、
保
存
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
的
に
重
要
で
あ
り
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
。
」

北法40(1・205)205

ミ
ラ
ボ

l
伯
は
、
こ
の
動
議
に
強
く
反
対
し
て
起
ち
、
そ
れ
は
議
事
日
程
に
反
す
る
か
ら
、
討
議
に
付
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
と
主
張
、

支
持
さ
れ
た
が
、
議
長
は
ミ
ラ
ボ

l
に
反
対
、
討
議
に
付
す
る
。

ヴ
イ
コ
ン
ト

ミ
ラ
ボ

l
次
伯
爵
は
、
崇
拝
し
信
ず
る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
を
論
じ
、
カ
ス
テ
ラ

l
ヌ
案
の
最
初
の
部
分
に
賛
成
。
「
な
に
び
と
も
そ
の



説

宗
教
的
意
見
の
故
に
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
妨
げ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」
と
す
べ
き
だ
と
い
う
。

ド
・
ク
レ
ル
モ
ン
l

ロ
デ

l
ヴ

E
o
n
-
2
ョ。ロ
F
O色
町
〈
命
)

は
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論

一
六
・
一
七
条
を
憲
法
審
議
に
移
送
す
べ
し
と
い
う
意
見
に
、
反
対
だ
、

権
利
保
障
に
役
立
つ
も
の
は
す
べ
て
盛
込
ん
だ
ら
い
い
と
い
う
。
権
利
は
法
律
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
宗
教
は
も
っ
と
も
神
聖
・

厳
粛
な
保
障
を
要
す
る
。
法
律
は
そ
れ
だ
け
で
は
屡
々
無
力
で
あ
り
、
道
徳
の
み
が
他
人
を
侵
害
す
る
欲
望
を
抑
制
し
、
人
々
は
権
利
に
お

い
て
平
等
で
も
手
段
に
お
い
て
不
平
等
な
が
ら
宗
教
と
い
う
「
不
可
欠
の
き
ず
な
」
に
よ
っ
て
結
び
合
う
の
で
あ
る
。
:
:
:
宗
教
な
く
し
て
、

と
宗
教
の
重
要
性
を
強
調
。

一
六
・
一
七
条
は
、
憲
法
の
審
議
の
段
階
で
取
上
げ
る
べ
き
で
、
人
権
宣
言
に
は
「
こ
の
社
会
の
な

か
で
生
き
る
す
べ
て
の
人
は
:
:
:
の
権
利
を
有
す
る
L

と
い
う
規
定
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
信
教
の
外
的
表
明
で
あ
る
礼
拝
行
事
は
そ

う
で
は
あ
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の
な
か
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
神
聖
な
言
葉
と
礼
拝
に
つ
い
て
語
る
べ
き
で
、
今
討
議
す
べ
き
で
は
な

法
令
制
定
も
無
益
と
な
り
、
人
は
偶
然
の
ま
ま
に
生
き
る
ほ
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
、

ド
・
タ
レ
イ
ラ
ン
l

ペ
リ
ゴ

l
ル
は
、

しコ

と

一
六
・
一
七
条
を
現
時
点
で
審
議
す
べ
き
や
を
聞
い
、
憲
法
審
議
の
時
点
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
、

条
の
み
が
人
権
宣
言
と
し
て
討
議
の
対
象
と
な
る
。

ド
・
カ
ス
ト
ラ

l
ヌ
は
、
彼
の
提
案
を
再
度
上
程
、

議
長
は
、
議
会
に
、

J¥ 

「
い
か
な
る
人
も
そ
の
宗
教
的
意
見
の
ゆ
え
に
不
安
に
さ
せ
ら
れ
で
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
」

ミ
ラ
ボ

l
伯
は
、
寸
信
教
の
自
由
」
を
高
唱
す
べ
き
こ
と
に
つ
き
、
改
め
て
雄
弁
を
ふ
る
う
。
礼
拝
は
外
面
的
な
警
察
の
対
象
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
暴
君
ネ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
礼
拝
を
禁
止
す
る
た
め
に
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
警
察
事
項
で
あ
る
と
す

オ
ム
・
ヂ
タ

る
こ
と
は
、
寸
国
家
人
L

と
し
て
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
礼
拝
は
、
祈
り
と
、
讃
歌
と
、
説
教
お
よ
び
共
同
に
集
ま
っ
て
い
る
人
々
に

よ
る
神
に
捧
げ
る
讃
美
の
行
為
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
警
察
署
長
が
宗
教
の
内
容
を
規
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
馬
鹿



げ
て
お
り
、
警
察
は
秩
序
と
公
け
の
静
穏
を
妨
害
し
、
他
の
市
民
達
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を
阻
止
す
る
任
務
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、

F
ミ

ナ

ン

オ

プ

レ

ツ

ソ

l
ル

「
支
配
的
」
な
礼
拝
と
し
き
り
に
語
ら
れ
る
が
、
定
義
も
さ
れ
て
い
な
い
。
「
圧
制
的
」
礼
拝
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
君
主

の
定
め
る
礼
拝
か
。
し
か
し
君
主
は
、
市
民
の
良
心
を
支
配
す
る
権
利
も
、
彼
ら
の
意
見
を
規
制
す
る
権
利
も
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

多
教
者
と
い
え
ど
も
支
配
の
権
利
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
暴
君
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。
支
配
的
哲
学
も
、
支
配
的
教
理
も
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
支
配
的
で
あ
る
べ
き
は
、
各
人
の
権
利
で
あ
り
、
す
べ
て
他
の
も
の
は
そ
れ
に
服
し
、
他
を
害
し
よ
う
の
な
い
す

べ
て
の
こ
と
を
な
す
権
利
な
の
で
あ
る
、
と
。

ド
・
カ
ス
ト
ラ

1
ヌ
は
、
宗
教
戦
争
の
教
訓
に
学
び
寛
容
の
重
要
性
を
述
べ
、
礼
拝
を
禁
ず
る
権
利
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
が
神
に
感

謝
の
捧
げ
も
の
を
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
は
、
良
心
を
ふ
み
に
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
と
市
民
の
権
利
の
う
ち
も
っ
と
も
神
聖
な
権
利

を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
ず
る
。

一七八九年人権宣言研究序説伺

こ
こ
で
、
議
論
が
中
断
、
二
つ
の
異
な
る
提
案
|
|
カ
ス
テ
ラ
1
ヌ
案
(
原
案
の
二
番
目
の
部
分
削
除
)
と
パ
リ
大
司
教
の
案
が
|
|
は

か
ら
れ
、
カ
ス
テ
ラ

l
ヌ
案
が
全
投
票
を
集
め
、
第
六
部
会
案
一
八
条
が
可
決
さ
れ
、
次
の
案
が
討
議
の
土
台
と
な
っ
た
。

「
な
に
び
と
も
そ
の
宗
教
的
意
見
に
お
い
て
不
安
を
も
た
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
」

ラ
ボ

l
・
ド
・
サ
ン
i

テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
(
岡
山
与
一
白
ロ
仏
骨

ωmtzl回一

gロ
巾
)
が
立
っ
て
、
大
雄
弁
を
展
開
す
る
。

マ
キ
シ
1
ム

宗
教
的
意
見
や
思
想
は
自
由
で
あ
る
、
た
だ
し
そ
れ
を
公
け
に
表
明
し
、
公
の
秩
序
を
乱
し
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
監
視
す
る
と
い
う
戒
律
は
、

ヂ

ス

ポ

ポ

チ

ス

ム

ア

ン

キ

イ

ジ

シ

オ

ン

セ

ナ

シ

ヨ

ツ

セ

(

時

)

専
制
的
と
不
寛
容
な
審
問
の
言
辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
を
選
出
し
た
選
挙
区
に
は
三
六
万
人
の
住
民
中
、
二
二
万
人
以
上
が
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
で
あ
る
が
、
知
何
に
不
都
合
な
差
別
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
か
。
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
そ
の
他
の
選
挙
区
か
ら
も
同
様
の
請
願
が
出
さ
れ
て

い
る
が
、
一
七
八
七
年
一
一
月
の
勅
令
を
補
充
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
も
、
彼
ら
の
礼
拝
の
自
由
を
え
る
よ
う
、
強
く
要
請

カ

イ

エ

ト

ウ

ス

ト

ウ

ス

し
て
い
る
。
(
代
議
員
の
一
団
が
、
彼
ら
の
請
願
書
に
も
閉
じ
要
求
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
叫
ぶ
。
他
の
代
議
員
も
、
「
み
ん
な
だ
、
み
ん
な
だ
」

北法40(1・207)207



説

と
叫
ぶ
。
)
私
は
、
提
案
す
る
「
そ
の
礼
拝
を
自
由
に
表
明
す
る
権
利
を
有
す
る
。
彼
ら
は
そ
の
宗
教
の
ゆ
え
に
決
し
て
不
安
な
ら
し
め
ら
れ

北法40(1・208)208

て
は
な
ら
な
い
。
」
と
。

論

す
で
に
制
憲
議
会
が
採
用
し
た
原
則
は
、
自
由
は
共
通
の
善
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
が
平
等
に
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想

ヂ

イ

シ

グ

ン

の
自
由
は
不
可
欠
で
あ
り
、
良
心
は
な
ん
び
と
も
侵
入
を
許
さ
ぬ
神
聖
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
少
数
意
見
の
良
心
を
攻
撃
し
侵

害
し
、
彼
ら
に
そ
の
礼
拝
を
表
明
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
は
、
最
高
の
不
正
で
あ
り
、
不
寛
容
、
迫
害
で
あ
る
。
一
七
八
七
年
の
勅
令
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
者
も
服
従
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
出
生
、
婚
姻
、
死
亡
に
つ
い
て
登
録
を
要
求
さ
れ
、
市
民
と
し
て

ジ
エ
1
ヌ
ア
ン
ト
ラ
一
l
ヴ

の
生
活
や
職
業
そ
の
他
す
べ
て
に
重
大
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
様
々
の
迷
惑
や
妨
害
を
負
わ
さ
れ
、
多
く
の

受
く
べ
き
利
益
を
奪
わ
れ
、
同
じ
フ
ラ
ン
ス
人
の
な
か
で
も
ま
っ
た
く
不
当
な
不
平
等
な
差
別
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
刑
法
は
、
彼

ら
の
礼
拝
を
表
明
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
、
荒
野
で
雨
露
に
さ
ら
さ
れ
て
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

専
制
的
法
は
日
々
脱
法
行
為
に
よ
り
無
視
さ
れ
て
い
る
。

シ
ユ
ポ
ー
ル
パ
ル
ド
ン
ク
レ
マ
、

覧
容
、
忍
容
、
宥
し
、
寛
大
、
す
べ
て
少
数
反
対
者
を
犯
罪
と
決
め
て
か
か
る
甚
だ
不
正
な
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
誤
っ
て
い
て
も
、

彼
は
真
な
り
と
信
じ
、
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
数
者
に
常
に
真
が
あ
り
、
誤
謬
は
少
数
者
に
常
に
あ
る
と
ど
う
し

て
言
え
よ
う
か
。
宗
教
は
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
差
別
な
く
封
建
的
な
思
想
の
な
ご
り
を
廃
棄
し
て
、
平
等

な
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
自
由
の
モ
デ
ル
を
宣
言
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

寛
大
な
ア
メ
リ
カ
人
は
、
彼
ら
の
市
民
的
自
由
の
法
典
の
冒
頭
に
信
教
の
普
遍
的
な
自
由
に
つ
い
て
の
神
聖
な
戒
律
を
規
定
し
た
。
ペ
ン
シ

ル
パ
ニ
ア
の
人
々
は
、

ど
の
よ
う
な
仕
方
で
神
を
礼
拝
讃
美
す
る
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
市
民
権
を
ひ
と
し
く
享
受
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る
。
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
柔
和
な
住
民
達
は
、
二

O
の
相
臭
っ
た
教
会
堂
の
な
か
で
、
夫
々
の
宗
教
を
確
保
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
獲
得

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
多
数
で
、
非
カ
ト

し
た
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
に
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、



リ
ツ
ク
が
少
数
だ
と
い
っ
て
差
別
す
る
な
ら
、
人
は
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
れ
と
ど
ま
る
と
既
に
宣
言
し
た
一
般
原
則
に
反

す
る
不
正
で
は
な
い
か
。
何
世
紀
も
の
長
い
間
差
別
し
、
あ
る
い
は
追
放
し
て
き
た
少
数
者
の
宗
教
の
迫
害
と
不
幸
の
野
蛮
な
状
態
を
今
こ

そ
改
め
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
取
締
る
法
律
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
性
に
よ
る
説
得
に
基
づ
い
て
、
私
は
感
性
に
よ
っ

キ
ユ
ル
ト

て
人
間
性
に
訴
え
た
い
。
「
す
べ
て
の
人
は
そ
の
意
見
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
は
そ
の
礼
拝
を
自
由
に
表
明
す
る
権
利
を
も

っ
。
そ
し
て
、
な
に
び
と
も
そ
の
宗
教
の
ゆ
え
に
不
安
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
」
と
い
う
宣
言
条
項
を
採
用
さ
れ
た
い
。

ゴ
ベ
ル
(
。
。
σ巳
引
P
W
)

は
、
言
う
。
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
、
市
民
的
平
等
、
共
同
の
礼
拝
、
市
民
的
諸
利
益
へ
の
参
与
を
拒
否
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
、
憲
法
審
議
段
階
で
取
扱
い
う
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
意
見
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と

も
自
由
で
あ
る
が
、
唯
一
の
留
保
は
、
彼
ら
が
公
序
を
み
だ
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
修
正
案
を
逐
一
投
票
に
か
け
、
結
局
、
議
会
の
一
部
の
強
い
要
求
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
採
決
が
行
わ
れ
、
カ
ス
テ
ラ
!

ヌ
の
提
案
が
採
択
さ
れ
た
。

一七八九年人権宣言研究序説倒

「
な
に
び
と
も
そ
の
意
見
の
ゆ
え
に
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

確
定
さ
れ
た
公
序
を
乱
さ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
。
」

，E
令，
-

J

、

ふ
/
ナ
J
'
l』

そ
の
表
明
が
法
律
に
よ
り

不
安
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、

ア
メ
リ
カ
州
憲
法
(
と
く
に
ヴ
ァ
ト
ジ
ニ
ア
信
教
自
由
法
)

第
二
条
伝
記
一
咽
」
町
出
~
)

第
六
部
会
案
一
九
条
の
審
議
に
入
る
。

の
信
教
の
自
由
の
保
障
規
定
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。

北法40(1・209)209

つ
い
で
、

「
思
想
の
自
由
な
伝
達
は
市
民
の
権
利
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
他
人
の
諸
権
利
を
害
し
な
い
限
り
は
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
あ
っ
た
の
が
、

原
案
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ス
候
爵

(
F
o
a
R円
四

O
F雪
ぽ
)
が
、
こ
の
条
文
案
に
対
し
意
見
を
述
べ
論
議
が
始
ま
る
。
彼
は
一
九
条
案
の
提
案
だ
け
で
は
満
足



説

で
き
ず
、
昨
朝
の
提
案
を
再
議
す
べ
し
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
思
想
の
表
明
に
は
三
種
類
の
仕
方
が
あ
る
。
文
筆
に
よ
る
か
、
そ
の
演
説

ア
ン
キ
ジ
シ
オ
ン

に
よ
る
か
、
そ
の
行
動
に
よ
る
か
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
昨
日
の
決
定
に
よ
れ
ば
、
行
動
に
つ
い
て
そ
れ
を
最
も
恐
る
べ
き
審
問
に
か
け

論

ょ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
〉
つ
。

北法40(1・210)210

多
く
の
議
員
が
議
事
日
程
違
反
を
指
摘
し
た
が
、
彼
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。

「
す
べ
て
の
人
は
そ
の
思
想
を
行
使
す
る
自
由
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
他
人
を
害
し
な
い
と
い
う
唯
一
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
そ
の
意
見
を
表
明

す
る
権
利
を
有
す
る
。
」

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ

l
候
爵

(FE古
内
借
円
印
刷
出

R
z
r
R
E仏
)

プ
レ
ス

は
、
次
い
で
、
出
版
の
諸
利
益
に
つ
い
て
詳
論
し
、
出
版
こ
そ
が
専
制

政
を
破
壊
し
、
狂
信
を
や
め
さ
せ
た
、

と
言
う
。
そ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、

「
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
人
聞
に
と
っ
て
も
っ
と
も
貴
重
な
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
は
、
法
律
に
よ
っ

プ
レ
ヴ
ユ

て
規
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
自
由
の
濫
用
に
対
し
責
を
負
う
こ
と
を
除
い
て
は
、
自
由
に
語
り
、
書
き
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

ロ
シ
ュ
フ
コ

1
案
に
賛
成
し
つ
つ
、
レ
ヴ
ィ
ス
案
を
加
味
す
る
意
見
を
述
べ
、
第
六
部
会
案
は
暖

昧
で
無
意
味
だ
と
反
対
。
彼
は
、
そ
の
選
挙
区
の
請
願
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
「
信
書
の
秘
密
の
不
可
侵
」
の
義
務
に
つ

い
て
述
べ
る
。
し
か
し
、
細
々
と
義
務
を
記
入
す
る
こ
と
は
や
は
り
疑
問
で
あ
り
、
出
版
の
自
由
に
は
た
し
か
に
不
都
合
が
伴
う
が
、
そ
れ

ら
を
制
限
す
る
条
項
を
重
ね
る
こ
と
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
専
制
者
や
警
察
が
こ
れ
を
巧
み
に
操
作
す
る
だ
ろ
う
し
、
権
力
の
座
に
あ
る
当
局

ポ
ル
ヌ

者
は
白
か
ら
を
秩
序
や
法
律
や
政
府
と
同
一
視
し
て
、
そ
の
侵
犯
あ
り
と
し
て
自
由
を
抑
圧
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
自
由
の
限
界
と
し

て
の
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
将
来
の
犠
牲
者
の
涙
と
嘆
き
を
出
さ
な
い
た
め
に
控
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
シ
ュ
フ
コ

l

案
に
賛
成
す
る
が
、
最
後
の
部
分
は
レ
ヴ
ィ
ス
案
の
最
後
句
を
と
っ
て
「
他
人
を
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
」
を
も
っ
て
あ
て
る
、
と
い
う
。

そ
れ
ら
他
の
二
案
の
抜
粋
に
す
ぎ
ぬ
が
と
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。

ラ
ボ

l
・
ド
・
サ
ン
l

テ
ィ
エ
ン
ヌ
は
、

タ
ル
ジ
ェ
は
、



パ

ン

セ

パ

ロ

ー

ル

「
す
べ
て
の
人
は
、
そ
の
意
見
を
、
思
想
、
言
論
お
よ
び
印
刷
に
よ
っ
て
、
表
明
す
る
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
権
利
の
行
使
に
お
い
て
、
他

プ

レ

ス

ク

リ

ツ

ト

フ

才

ル

ム

人
の
権
利
を
傷
つ
け
る
者
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
形
式
に
し
た
が
っ
て
そ
の
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
L

パ
レ

l
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ウ
ザ
ッ
ク
は
、
人
権
宣
言
は
、
制
度
を
設
定
す
る
立
法
者
自
身
の
拠
る
べ
き
原
典
|
|
偉
大
な
格
律
を
明
示
し
、

ピ
ユ
1
ル
テ一

不
可
譲
の
権
利
を
確
認
す
る
も
の
ー
ー
で
あ
る
か
ら
、
寸
純
粋
」
か
つ
「
力
強
く
」
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
「
公
的
自
由
の
ル

l
ル」

と
し
て
、
立
法
者
が
逸
脱
し
た
り
腐
敗
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
立
法
者
を
派
生
さ
せ
る
人
民
が
、
寸
水
が
腐
敗
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
源
泉
」
と
し
て
の
人
権
宣
言
に
立
法
者
を
ひ
き
も
ど
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
。

版
の
自
由
の
重
要
性
」
と
、

思
想
の
自
由
な
伝
達
の
不
可
分
の
一
部
と
し
て
の
「
出

そ
れ
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
た
世
論
が
不
可
抗
的
な
力
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
、
次
の
条
項
案
を
提
示
。

プ

レ

ス

ヂ

テ

ル

ミ

ネ

「
す
べ
て
の
人
は
、
そ
の
思
想
を
伝
達
し
か
っ
発
表
す
る
権
利
を
も
っ
。
公
的
自
由
に
必
要
な
出
版
の
自
由
は
、
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
場
合

フ
4
4

ル

ム

レ

プ

リ

メ

に
そ
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
由
の
濫
用
に
こ
た
え
る
場
合
を
除
い
て
は
、
抑
制
さ
れ
な
い
。
」

フ
ラ
ン
シ
ユ
マ
シ

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
、
出
版
の
自
由
に
対
す
る
一
切
の
暖
昧
な
制
約
に
強
硬
に
反
対
す
る
。
出
版
の
自
由
は
「
明
快
卒
直
に
」
宣
言
す
べ

パ

ラ

ン

セ

き
で
、
自
由
に
対
し
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
暖
昧
に
宣
言
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
切
の
修
正
は
憲
法

一七八九年人権宣言研究序説回

本
文
の
な
か
で
な
さ
れ
る
よ
う
移
送
さ
れ
る
べ
き
だ
。

a
デ
・
レ
ス
ト
リ
ク
シ
オ
ン

寸
専
制
政
の
み
が
様
々
の
制
約
を
課
そ
う
と
考
え
、
あ
な
た
方
に
提
案
さ
れ
て
い
る
条
項
の
よ
う
に
か
く
も
修
正
(
制
約
)
を
訓
批
た
条
項
に
署
名

す
る
の
は
、
地
上
で
は
暴
君
の
み
で
あ
る
。
出
版
の
自
由
は
、
思
想
の
伝
達
の
自
由
と
切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
:
:
:
。
」
と
。

カ

イ

エ

寸
検
閲
」
に
服
す
べ
し
と
要
求
し
て
い
る
請
願
書
を

北法40(1・211)211

と
こ
ろ
が
、

逆
に
、

メ
ッ
ツ
の
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
区
の
一
司
祭
は
、

す
べ
て
の
書
物
は

示
出
す
る
。

ド
・
マ
シ
ォ

l
ル
ト
(
己
主
孟

R
E己
門
灯
取
桁
ン
)
は
、
出
版
の
無
制
約
な
自
由
が
宗
教
と
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
危
険
を
強
調
す
る
。
放

ル

ポ

縦
な
文
筆
に
よ
っ
て
、
宗
教
が
攻
撃
さ
れ
、
社
会
の
安
寧
が
危
殆
に
頻
し
、
家
族
の
父
達
が
或
種
の
著
作
の
悪
し
き
原
理
に
ま
ど
わ
さ
れ
た



説

モ

ー

ル

ス

コ

ン

セ

ル

ヴ

ア

シ

オ

シ

ア

ン

テ

グ

リ

テ

息
子
達
に
よ
っ
て
脅
威
を
蒙
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
風
俗
の
保
全
と
信
仰
の
完
全
の
た
め
に
」
修
正
を
提
案
す
る
。

(
U
2
5。
ロ
片
山
ぬ
『
閉
門
目
。
宮
骨
-Di--mふ
ん
川
酢
和
)
は
、
次
の
草
案
を
讃
む
。

デ
モ
ン
テ
ィ
エ
・
ド
・
メ
ラ
ン
ヴ
ル

論

「
思
想
と
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
す
べ
て
、
市
民
の
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
人
の
権
利
を
害
す
る
場
会
に
の
み
制
約
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

レ

ス

ト

ラ

ン

ド

ル

レ

プ

リ

メ

ミ
ラ
ボ

l
伯
は
、
す
べ
て
の
草
案
の
文
言
に
対
す
る
次
の
修
正
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
制
約
」
に
か
え
て
、
「
抑
制
」
と
す
べ
き

カ
ロ
ム
ニ
ウ
l
ズ

リ

ペ

ル

ヂ

リ

コ

ン

ソ

メ

で
あ
る
。
「
中
傷
的
文
書
」
を
書
い
た
り
、
「
名
誉
設
損
」
の
出
版
も
、
や
ら
せ
て
お
い
て
よ
く
、
そ
れ
が
「
違
反
行
為
と
し
て
成
り
立
っ
た

レ

プ

レ

シ

オ

ン

レ

ス

ト

リ

ク

シ

オ

ン

と
き
に
処
罰
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
後
の
「
抑
制
」
で
あ
っ
て
事
前
の
「
制
約
」
で
は
な
い
。
違
反
行
為
を
処
罰
す
る
の
で

あ
っ
て
、
諸
々
の
軽
罪
を
犯
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
口
実
で
、
人
間
の
自
由
を
妨
害
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
。

そ
の
他
若
干
の
討
議
が
あ
っ
た
が
、
議
長
は
、
第
六
部
会
案
の
一
九
条
を
票
決
に
ふ
し
、
否
決
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ュ

l
案
を
投
票
に
ふ
し
、

結
局
極
く
一
部
修
正
の
み
の
次
の
文
言
で
、
決
定
さ
れ
た
。

「
第
一
一
条
。
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
貴
重
な
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
は
、

ヂ
テ
ル
ミ
ネ

法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
こ
の
自
由
の
濫
用
に
対
し
責
を
負
う
こ
と
を
除
い
て
は
、
自
由
に
語
り
、
書
き
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き

る。」
こ
の
出
版
の
自
由
に
内
す
る
規
定
の
採
択
は
、

パ

ル

テ

イ

・

ア

ヴ

ア

ン

セ

プ

レ

1
ヌ
ヴ
イ
ク
ト
ワ
l
ル
(
幻
)

「
進
歩
派
」
の
「
完
全
な
勝
利
」
と
評
さ
れ
る
。

制
憲
議
会
の

第
一
二
条
・
一
=
一
条
(

U

F
月
t
岡山
Htb
九
)

つ
い
で
第
六
部
会
案
二

O
条
の
審
議
に
移
る
。

ド
・
グ
ィ

l
・
ダ
レ
ィ
公
爵

(Bm括
己
目
的
巳
ぬ
の
。
ロ
可
円
〉
耳
目
、
)

は
、
こ
の
第
六
部
会
案
を
批
判
し
て
、

そ
れ
が
「
冗
長
で
理
解
し
に
く
い
」

と
非
難
、
次
の
条
項
を
提
案
す
る
。

北法40(1・212)212



カパ
1
プ
ル

「
市
民
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
能
力
の
あ
る
公
の
武
力
を
維
持
す
る
に
十
分
な
租
税
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
、
課
税
に
同
意
し
、
そ
の
必
要
性

ク

オ

テ

イ

テ

ヂ

テ

ル

ミ

ネ

ア

シ

エ

ツ

ト

ヂ

ユ

レ

フ

イ

タ

セ

ア

ジ

ヤ

ン

を
確
認
し
、
そ
の
分
担
額
を
確
定
し
、
そ
の
基
礎
と
存
続
期
聞
を
決
定
し
、
さ
い
ご
に
行
政
の
す
べ
て
の
職
員
に
そ
の
使
途
の
報
告
を
求
め
る
権
利

が
、
生
ず
る
。
」

マ
ル
グ
リ
ト
男
爵
も
ほ
ぽ
同
旨
の
案
を
提
起
。

ス

ユ

プ

シ

イ

ド

ル

ト

ラ

ン

シ

ユ

マ

ン

「
公
け
の
支
出
に
必
要
な
す
べ
て
の
援
助
金
は
、
財
産
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
各
市
民
は
租
税
に
同
意
し
、
期
限
と
必
要
性
と

用
途
を
定
め
る
権
利
を
有
す
る
。
」

ジ
ユ
イ
サ
ン
ス

そ
れ
は
「
財
産
の
取
り
上
げ
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に
共
通
の
享
受
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
方
、
が
そ
の
財
産

プ

リ

を
所
有
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
費
用
で
あ
る
。
」

ミ
ラ
ボ

1
伯
は
、

ラ
リ
ィ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
伯
は
、
ミ
ラ
ボ

l
伯
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
た
原
則
を
支
持
す
る
が
、
こ
の
論
議
は
続
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

以
外
に
も
い
く
つ
か
の
草
案
が
提
出
さ
れ
た
。

そ
れ

ド
・
プ
ロ

1
イ
候
(
ぽ
胃
吉

2
号
∞
g
m
E巾
)
案
は
い
う
。

一七八九年人権宣言研究序説倒

エ
タ
プ
リ
ス
マ
ン

「
個
別
的
な
諸
権
利
の
保
障
に
は
公
け
の
武
力
を
要
す
る
。
そ
の
目
的
は
諸
財
産
の
安
全
で
あ
る
か
ら
、
各
人
は
、
租
税
の
確
定
お
よ
び
そ
の
期
限

ク
オ
テ
イ
テ

と
分
担
額
の
決
定
、
お
よ
び
行
政
の
職
員
の
責
任
に
対
し
て
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
。
」

タ
ル
ジ
ェ
提
案
は
い
う
。

「
市
民
に
と
っ
て
、
彼
ら
自
身
又
は
彼
ら
の
代
表
者
に
よ
っ
て
自
由
に
賦
与
さ
れ
、
ま
た
、
彼
ら
に
よ
り
そ
の
総
額
に
つ
い
て
も
期
限
に
つ
い
も
決

定
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
公
け
の
課
税
以
外
の
知
何
な
る
税
も
支
払
わ
な
い
と
こ
ろ
の
権
利
が
あ
る
。
L

北法40(1・213)213

こ
の
タ
ル
ジ
ェ
提
案
に
租
税
決
定
権
へ
の
市
民
の
直
接
参
与
も
認
め
て
い
る
点
、
一
注
目
さ
れ
る
。

プ
!
シ
ュ
は
、

シ
ェ
イ
エ
ス
の
い
く
つ
か
の
条
項
を
採
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
こ
の
提
案
は
受
け
い
れ
ら
れ
ず
。

ド
・
ラ
ボ
ル
ド
の
提
案
は
い
う
。



説

コ

ン

ト

リ

ピ

ユ

シ

オ

ン

コ

ン

ス

タ

テ

「
す
べ
て
の
市
民
は
、
彼
自
身
で
ま
た
は
そ
の
代
表
者
達
を
通
じ
て
、
公
的
事
項
の
た
め
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
租
税
の
必
要
性
を
確
認
し
、
そ

ヴ
エ
リ
フ
イ
エ

の
分
担
額
と
基
礎
と
期
限
を
決
定
し
、
か
っ
そ
の
使
途
を
検
査
す
る
と
こ
ろ
の
権
利
を
有
す
る
。
」

三ム
ロ間

こ
こ
で
も
市
民
自
身
の
直
接
的
決
定
権
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ヴ
ィ
リ
ウ
l
伯
爵
は
マ
ル
グ
リ
ィ
ト
男
爵
の
案
に
固
執
。

ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
は
、
二

O
条
は
租
税
の
使
用
に
つ
い
て
規
定
し
、
他
の
条
項
で
納
税
の
形
式
に
つ
い
て
規
定
す
る
よ
う
区
別
す
べ
き
だ

と
発
言
、
こ
の
意
見
が
支
配
的
と
な
り
、
以
前
の
諸
草
案
が
一
カ
条
に
総
括
す
る
こ
と
で
ま
と
ま
り
そ
う
に
な
る
。

か
な
り
の
論
議
も
再
燃

第
六
委
員
会
案
の
二

O
条
に
も
ど
る
。

ビ
オ
l
ザ

E
E
N巳
は
、
次
の
草
案
を
提
出
。

ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ
ー
・
ソ
シ
ア
ル
・
シ
ユ
ぺ
リ
ウ
ー
ル

「
い
か
な
る
市
民
も
す
べ
て
の
市
民
達
に
優
越
す
る
社
会
的
保
障
を
有
し
、
そ
の
保
障
を
維
持
す
る
一
つ
の
形
式
を
要
す
る
。
そ
れ
は
国
民
に
所

フ

ォ

ン

ク

シ

方

ン

プ

ロ

プ

リ

エ

テ

属
す
る
、
そ
し
て
国
民
が
賦
与
す
る
諸
公
職
は
、
そ
れ
ら
を
行
使
す
る
者
達
の
私
有
物
に
決
し
て
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

セ
ル
ヴ
イ
ト
1
ル

-
F
・
ラ
・
ナ
シ
才
ン

「

国

民

の

僕

L

と
資
格
づ
け
た
。

こ
の
国
民
議
会
に
お
い
て
、

し
た
が
、

ピ
ゾ
ン
・
デ
ュ
・
ギ
ャ
ラ
ン
は
、

一
草
案
を
提
出
し
、

そ
の
中
で
行
政
の
職
員
は

「
国
王
の
僕
で
あ
る
こ
と
が
名
誉
で
あ
る
な
ら
、

こ
の
表
現
が

若
干
の
不
満
の
声
を
招
い
た
が
、

彼
は

国
民
の
僕
で
あ
る
こ

と
に
、

ど
う
し
て
赤
面
す
べ
き
か
L

と
反
論
。

サ
ン
・
ヴ
イ
ゴ
ー
ル

ギ
ゥ
イ
・
ダ
レ

l
公
爵
は
、
二

O
、
二
一
、
二
二
条
に
代
え
て
一
カ
条
を
提
案
、
「
公
の
武
力
L

な
く
し
て
、
法
律
は
効
力
な
く
ま
た
財

産
も
支
持
す
る
も
の
が
な
く
な
る
、

と
説
く
。

そ
の
他
多
く
の
議
員
会

w
m
m一
行
犯
、
ェ
引
叫
ド
ゴ
マ

4
rげ
M
W
M
一
フ
ラ
げ
刊
日
川

v
w
y
u一一
U
1
1
一

z
rげ
貯
)
が
、

種
々
の
草
案
を
提
出
、

他
の
者
は

シ
ェ
イ
エ
ス
師
の
草
案
を
採
る
べ
き
こ
と
を
欲
し
た
。

ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
は
、
こ
れ
ら
の
草
案
中
の
若
干
の
も
の
を
批
判
し
、
公
務
員
の
責
任
と
市
民
に
敵
対
的
に
公
の
武
力
を
濫
用
で
き
な
い

北法40(1・214)214



よ
う
に
す
る
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
攻
撃
。

ド
・
ボ
ワ
ジ
ュ
ラ
ン
(
似
和
一
CU)
は
、
要
求
す
る
。
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
市
民
達
に
関
す
る
権
力
に
属
す
る
諸
権
利
と
、
政

府
に
対
し
て
影
響
す
る
権
利
と
、
市
民
の
諸
権
利
中
本
質
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
権
利
と
、
区
別
し
て
宣
言
す
る
こ
と
だ
。
す
べ
て
の
市
民
は

ひ
と
し
く
公
権
力
の
構
成
と
維
持
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
す
べ
て
の
市
民
の
代
表
者
達
に
よ
り
構
成
さ
れ

た
全
身
分
会
議
が
構
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
原
則
は
、
法
律
に
基
づ
く
君
主
制
に
お
い
て
争
そ
わ
れ
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
他
の

人
々
に
命
令
し
う
る
の
は
、
彼
ら
の
権
力
を
用
い
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
多
く
の
市
民
達
の
結
集
し
た
権
力
が
他
の
市
民
達
よ

り
も
よ
り
強
力
な
市
民
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
市
民
達
に
共
通
の
政
治
的
権
利
は
、
市
民
達
の
自
然
的
お
よ
び
市

民
的
権
利
と
同
様
、
破
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
市
民
と
し
て
は
彼
に
属
す
る
権
力
と
し
て
失
な
い
え
な
い
も
の
と

し
て
は
、
自
由
の
み
で
あ
る
。

こ
う
い
う
具
合
で
多
数
の
草
案
が
提
出
さ
れ
、
議
会
と
し
て
は
、

ど
れ
を
選
ぶ
か
に
つ
い
て
困
惑
す
る
。

マ
一
ア
ィ
エ

と
ド
・
ラ
リ
ィ

(aoFω
ロ
可
)

が
、
結
局
、
第
六
委
員
会
案
二

O
条
の
内
容
に
お
い
て
異
論
は
な
く
、
こ
れ
を
本

(
冨
包
百
)

一七八九年人権宣言研究序説回

議
会
で
採
択
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
、

案
第
二

O
条
が
「
満
場
一
致
で
採
択
L

さ
れ
た
。

り
り
が
つ
く
。
本
条
に
関
し
て
二
四
に
わ
た
る
草
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
原

ト

ウ

l

ス

「
第
一
一
一
条
、
人
間
と
市
民
の
諸
権
利
の
保
障
は
公
け
の
武
力
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
武
力
は
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
も
の
の
利
益
の
た
め
設
定
さ

れ
、
そ
れ
が
依
託
さ
れ
た
者
逮
の
個
別
的
利
益
の
た
め
で
は
な
い
。
」

北法40(1・215)215

ま
た
、
第
六
委
員
会
案
条
二
一
条
は
次
の
字
句
で
採
決
さ
れ
た
。

コ
ン
ト
リ
ピ
ユ
シ
オ
シ
・
コ
ミ
ユ
ー
ス

「
第
一
三
条
、
公
け
の
武
力
の
維
持
の
た
め
に
、
ま
た
行
政
の
諸
支
出
の
た
め
に
、
共
同
の
租
税
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
租
税
は
す
べ
て
の

エ
ガ
ル
マ
ン
レ
パ
ル
テ
イ

市
民
達
の
聞
に
、
彼
ら
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
し
く
割
当
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
J



説

第
一
四
条

zlu--叫
が
白
山
九
)

北法40(1・216)216

論

議
長
が
審
議
に
か
け
る
。

ポ

ル

シ

オ

ン

・

ル

ト

ラ

ン

シ

エ

「
公
け
の
租
税
は
各
々
の
市
民
の
所
有
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
市
民
は
そ
の
必
要
性
を
確
認
し
、
そ
れ
に
自
由
な
同
意
を
与
え
、

そ
の
使
用
を
追
求
し
、
山
川
町
船
舶
明
、
副
部
、
和
W
4
P
一
ル
な
お
よ
び
期
限
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
利
を
も
っ
」
(
協
議
子
制
監
号
)
。

デ
ユ
ポ
1
ル
が
、

二
つ
の
修
正
案
を
出
す
。

一
つ
は
、

「
規
定
す
る
権
利
を
も
っ
L

の
斗
別
に
、

「
彼
自
身
に
よ
り
、

ま
た
は
彼
の
代
表
者
達

第
六
部
会
案
二
二
条
を
議
題
と
し
て
、

に
よ
っ
て
」
を
加
え
る
。

市
民
が
直
接
・
租
税
決
定
権
を
も
っ
趣
旨
を
加
え
た
こ
と
は
(
瑚
叫
ド
佐
和
ωい
一
釘
か
何
)
、

注
目
さ
れ
る
。

「
全
員
一
致

で
採
択
さ
れ
た
」
。

二
つ
め
は
、
「
公
の
租
税
は
各
々
の
市
民
の
所
有
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
か
ら
」
の
削
除
の
提
案
で
、
こ
の
点
は
議
論
と
な
る
。

ペ
リ
ス
・
デ
ュ
・
リ
ュ
ク
は
、
「
市
民
の
所
有
を
取
り
上
げ
た
も
の
」
と
い
う
考
え
方
は
「
誤
り
で
あ
り
危
険
」
と
反
対
。
そ
れ
は
、
租
税

ヂ
ツ
ト
・
レ
ジ
チ
1
ム

を
免
れ
る
こ
と
(
脱
税
)
を
、
自
ら
の
所
有
を
保
全
す
る
と
信
ぜ
さ
せ
る
か
ら
だ
。
納
税
は
、
「
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
正
当
な
債
務
」
で
あ

り
、
国
民
的
団
体
は
、
す
べ
て
の
市
民
達
の
利
益
と
安
全
の
た
め
に
徴
税
の
消
滅
し
え
な
い
権
利
を
も
っ
。
市
民
が
公
の
租
税
の
た
め
神
聖

な
債
務
を
支
払
わ
な
い
の
は
盗
み
を
は
た
ら
く
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
、
と
論
じ
、
こ
の
原
則
に
そ
っ
て
ニ
カ
条
の
提
案
を

し
て
い
る
。

コ
ン
サ
シ
テ
ィ
ー
ル

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
、
論
ず
る
。
国
民
は
、
租
税
に
同
意
す
る
権
利
を
も
っ
。
こ
の
原
則
を
た
で
れ
ば
、
そ
れ
は
、
献
納
す
る
の
で
な

ア

ル

テ

レ

レ

パ

ル

テ

イ

I
ル

く
、
そ
の
性
質
を
替
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
租
税
に
同
意
す
る
権
利
あ
る
者
は
、
そ
れ
を
配
分
す
る
権
利
も
も
っ
。
立
法
権
は
国
民
の

掌
中
に
存
す
以
上
、
配
分
権
も
ひ
と
し
く
国
民
に
存
す
る
。
国
民
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
納
税
を
強
制
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
、

ア
ン
・
ヴ
エ
ト
l

こ
の
権
利
は
、
執
行
権
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
執
行
権
が
我
々
に
反
対
し
て
用
い
る
こ
と
に
た
い
す
る
拒
否
権
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

私
は
、
「
所
有
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
」
と
い
う
の
と
「
逆
に
」
、
公
の
行
政
官
の
掌
中
に
共
通
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
財
産
の



部
分
(
己
ロ
o
u。
吋
立
。
ロ
己
伶
}
釦
官
。
買

-
z
m
E目的。
S
8
5
5
Z口
弘
山
口
印

]2
白
色
ロ
∞
円
四
ゆ
で
包
B
E
E
s
z
zこ}己
E
W
)
と
、
主
張
す
る
。
取
り

上
げ
ら
れ
た
所
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
国
民
」
に
は
属
さ
な
く
な
る
か
ら
、
国
民
は
行
政
官
に
報
告
を
義
務
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と

し
て
、
第
六
委
員
会
の
二
二
条
に
対
し
て
批
判
。
「
租
税
に
同
意
す
る
権
利
は
、
二
二
条
が
国
民
に
対
し
一
種
の
拒
否
権
し
か
与
え
て
い
な
い

シ
ユ
ポ

l
f

エ
ク
ザ
ミ
ネ

の
に
対
し
、
租
税
法
律
を
制
定
す
る
権
利
を
予
定
し
て
い
る
。
今
や
、
こ
の
立
法
権
を
国
民
か
ら
奪
い
え
な
い
以
上
、
租
税
を
審
議
し
同
意

そ
れ
と
も
法
律
を
制
定
す
る
と
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
ニ
二
条
を
修
正
し
て
次
の
提
案
を
し
て
い

す
る
に
と
ど
ま
る
の
か
、

る

一七八九年人権宣言研究序説帥

ピ
ア
ン
・
ヂ
・
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
・
ミ
・
ザ
ン
・
コ
マ
シ

「
す
べ
て
の
公
の
租
税
は
、
公
の
安
全
の
費
用
に
充
当
す
る
た
め
共
用
さ
れ
る
市
民
達
の
財
産
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
み
が
租
税
を
確
立
し
、
そ
の

夕

方

テ

イ

テ

ア

ン

プ

ロ

ワ

レ

1
グ
レ

性
質
と
割
当
と
使
用
お
よ
び
期
限
を
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
。
L

ル

ト

ラ

ン

シ

エ

テ

l
ズ

こ
れ
に
続
い
て
な
お
、
租
税
は
「
財
産
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
L

だ
と
い
う
命
題
に
固
執
す
る
議
論
が
繰
り
返
え
さ
れ
た
が
、
結
局
そ

ア
ラ

1
1

の
趣
旨
を
含
む
文
案
は
否
認
せ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
、
第
六
部
会
案
に
修
正
を
加
え
た
条
項
が
採
決
さ
れ
た
。

コ
J

ト

リ

ピ

ユ

シ

オ

ン

・

ぜ

ユ

プ

リ

ク

コ

ン

ス

タ

テ

コ

シ

サ

シ

テ

ィ

ー

ル

「
第
一
四
条
、
各
市
民
は
、
彼
自
身
に
よ
り
ま
た
は
そ
の
代
表
者
達
を
通
じ
て
、
公
的
課
税
の
必
要
性
を
確
認
し
、
自
由
に
そ
れ
に
同
意

ラ
ン
プ
ロ
ワ
シ
ユ
イ
1
プ

ル

ク

オ

テ

イ

テ

し
、
そ
の
使
途
を
追
及
し
、
そ
の
数
額
、
基
礎
、
徴
収
お
よ
び
存
続
期
限
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」

ヂ
イ
ヴ
イ
ジ
オ
ン

「
公
権
力
の
分
割
」
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
の
論

一
五
・
=
ハ
条
(
一
川
U
F
同
に
が
…

1
)
は、

第
六
部
会
案
の
二
三
・
二
四
条
に
あ
た
り
、

議
を
よ
ん
だ
。

シ
ュ
ヴ
ア
リ
エ
・
ド
・
ラ
メ
ト
は
、
権
力
分
立
な
く
し
て
、
専
政
制
あ
る
の
み
だ
か
ら
、
こ
の
原
則
を
提
示
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
し
て
、

北法40(1・217)217

次
の
案
を
提
出
。

「
い
か
な
る
人
民
も
、
公
的
諸
権
力
が
区
別
さ
れ
分
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

な
け
れ
ば
、
自
由
を
亨
受
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
」

ア
ジ
ヤ
ン

ま
た
、
執
行
権
の
職
員
達
が
彼
ら
の
行
政
に
つ
い
て
責
任
あ
る
の
で



説

プ
l
シ
ュ
は
、
第
六
部
会
の
二
二
条
と
二
三
条
を
結
合
す
る
案
を
出
す
。

デ
ュ
ポ

l
ル
は
、
第
六
部
会
案
に
ニ
カ
条
付
け
加
え
る
要
求
を
す
る
が
、
阿
部
会
案
審
議
後
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
る
(
イ
強
制
、
)
。

そ
こ
で
、
彼
は
当
面
の
問
題
に
つ
い
て
の
案
と
し
て

論

「
あ
ら
ゆ
る
執
行
権
の
職
員
は
そ
の
行
政
に
つ
い
て
責
任
が
あ
り
、
国
民
は
彼
に
報
告
を
求
め
る
権
利
を
も
っ
。
」

別
な
議
員
が
、
「
国
民
」
の
代
り
に
「
社
会
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
社
会
の
各
構
成
員
が
行
政
官
の
責
任
を
問
う
権
利
が
あ
る
と
い
う

趣
旨
を
い
れ
よ
う
と
し
た
が
、
続
く
も
の
が
な
か
っ
た
。

他
の
議
員
が
、
第
六
部
会
案
二
二
・
二
三
条
は
「
憲
法
L

に
属
す
る
も
の
と
す
べ
し
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

モ
ン
モ
ラ
ン
シ

l
伯
が
強
く
反
論
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
人
間
の
権
利
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
人
間
す
な
わ
ち
市
民
の
権
利
で
あ

る
。
既
に
採
択
し
た
諸
条
項
の
う
ち
で
、
こ
れ
以
上
に
市
民
の
権
利
に
関
係
し
た
も
の
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
責
任
を
問
う
権
利
、
あ

ら
ゆ
る
市
民
が
そ
の
財
産
と
自
由
と
生
命
の
保
障
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
の
だ
、
と
強
調
。

セ
パ
レ

タ
ル
ジ
ェ
が
、
諸
権
力
の
区
別
に
つ
い
て
の
動
議
を
再
び
と
り
あ
げ
る
の
諸
権
力
が
分
立
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
由
が
存
在

し
、
そ
れ
ら
が
結
合
さ
れ
れ
ば
、
人
民
は
専
政
制
の
桂
槍
の
下
に
お
か
れ
る
、

と
し
て
提
案
す
る
。

「
人
間
の
諸
権
利
は
、
公
の
諸
権
力
が
区
別
さ
れ
賢
明
に
配
分
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
確
保
さ
れ
る
。
」

レ
ド
ン

EMm号
ロ
は
、
次
案
を
示
す
。

「
種
々
の
権
力
を
賢
明
に
組
み
合
せ
る
区
別
(
の
シ
ス
テ
ム
)
こ
そ
、
市
民
の
諸
権
利
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
の
対
象
で
あ
る
。
」

ト
ラ
一
ン
ジ
シ
オ
ン

そ
し
て
彼
は
、
こ
れ
を
「
推
移
」
点
と
し
て
、
た
だ
ち
に
憲
法
の
審
議
に
入
る
よ
う
提
唱
。
こ
れ
は
最
初
賛
成
を
え
た
が
、
結
局
、
次

の
論
者
の
反
対
に
よ
り
、
失
敗
。

北法400・218)218



プ
ラ
ン
シ
1
プ

ド
・
ボ
ワ
ジ
ュ
ラ
ン
(
恥
幻
影
恥
)
は
反
論
。
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
は
、
「
憲
法
の
諸
原
則
」
を
提
示
す
る
も
の
だ
か
ら
、
憲
法
の
諸
原

則
に
属
す
る
も
の
と
、
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
寸
諸
手
段
L

と
を
区
別
す
べ
き
で
、
前
者
を
人
権
宣
言
に
、
後
者
は
憲
法
に
組

み
入
れ
る
べ
き
だ
。
ヂ

イ

ヴ

イ

ジ

オ

ン

リ

ー

ニ

ユ

-v・
セ
パ
ラ
ン
オ
ン

ま
た
、
「
権
力
の
分
割
」
に
つ
い
て
は
、
執
行
権
と
立
法
権
の
聞
の
寸
分
立
線
L

を
何
処
に
見
出
す
か
至
難
の
作
業
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
執
行
権
の
掌
中
に
立
法
権
を
与
え
れ
ば
専
政
制
に
な
る
(
権
力
保
持
者
は
白
か
ら
の
為
に
し
か
法
を
作
ら
ず
、
白
か
ら
の
利
益
に

ヂ
イ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン

反
す
る
法
律
は
決
し
て
執
行
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
の
区
分
」
を
「
如
何
な
る
仕
方
で
」
す
る
か
は
憲
法
起
草
作

ヂ
イ
ヴ
イ
ジ
オ
ン

業
で
で
検
討
す
べ
き
だ
が
、
権
利
宣
言
中
で
は
「
権
力
の
分
割
の
原
則
」
を
表
明
す
べ
き
だ
。
そ
の
原
則
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
か

の
省
察
は
憲
法
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ぜ
ユ
ー
ロ

1

(HN2可
宮
口
)
が
事
務
局
に
次
の
案
を
提
出
。

ル
ゥ

1
ベ
ル

ア
ジ
ヤ
ン
・
ピ
ュ
プ
リ
ク

「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
諸
権
利
は
、
諸
権
力
が
分
割
せ
ら
れ
、
公
職
者
が
彼
ら
の
行
政
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
確
保
さ
れ

ヲ。。
L
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他
の
議
員
か
ら
同
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
市
民
は
、
社
会
に
対
し
て
権
利
の
保
障
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
保
障
は
権
力
の
分
割
と
責
任
な
く
し
て
確
保
さ
れ
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
L

ム
ニ
エ
が
提
案
す
る
。

北法40(1・219)219

ヂ
テ
ル
ミ
ネ

「
公
の
自
由
は
、
権
力
の
分
立
が
確
定
せ
ら
れ
、
ま
た
執
行
権
の
職
員
が
そ
の
行
政
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
」

そ
し
て
ム
ニ
エ
は
、
ラ
メ
ト
の
提
案
を
支
持
し
つ
つ
、
権
利
宣
言
に
は
「
将
来
立
法
を
指
導
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
す
べ
て
の
諸
原
則
を
含

む
べ
き
」
こ
と
を
感
ぜ
さ
せ
、
結
局
、
各
種
の
草
案
に
っ
て
い
の
多
く
の
論
議
の
後
、
原
案
二
三
条
に
復
蹄
し
、
寸
満
場
一
致
」
で
、
採
択
さ



説

「
第
一
五
条

社
会
は
、

す
べ
て
の
公
職
員
に
対
し
て
そ
の
行
政
に
つ
い
て
報
告
を
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
。
」

北法40(1・220)220

れ
た
。

論

さ
て
、
「
立
憲
主
義
し
な
い
し
「
近
代
的
意
味
の
憲
法
L

の
近
代
古
典
的
定
義
と
い
え
る
、
第
一
六
条
の
討
議
に
つ
い
て
は
、
第
六
部
会
原

案
二
四
条
に
す
で
に
、
ほ
ぽ
最
終
的
な
文
言
が
で
で
き
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
意
外
に
簡
単
に
討
議
で
確
定
に
い
た
る
。

ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
が
発
言
す
る
。
「
(
権
力
)
分
立
は
あ
ま
り
に
も
健
全
な
原
則
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
記
録
し
な
い
で
お
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
討
議
を
し
て
も
、
よ
り
よ
い
提
案
に
ま
と
ま
り
そ
う
も
な
く
、
第
六
部
会
の
条
項
に
踊
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
採
択
を
急
ぐ
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
条
項
は
、
な
ん
ら
の
誇
張
も
な
く
、
ま
た
他
方
、
不
信

そ
こ
で
私
は
、
結
着
を
つ
け
る
た
め
、

の
念
を
の
こ
す
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
見
解
を
満
し
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
L

ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
は
言
う
。
右
条
項
は
「
原
則
と
し
て
起
草
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
訓
令
の
ス
タ
イ
ル
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
次
の
文
案
と
す
べ
き
だ
。

ヂ
テ
ル
ミ
ネ

「
市
民
の
自
由
は
、
諸
々
の
権
力
が
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し

エ
ト
ラ
一
ン
ジ
ヱ

1
ル

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

1
ル
は
主
張
す
る
。
「
こ
の
原
則
は
権
利
の
宣
言
と
は
異
質
的
な
も
の
」
だ
。
し
た
が
っ
て
先
決
問
題
と
し
て
検
討
せ
よ
と

要
求
す
る
。

コ
ル
ベ

1
ル
・
ド
・
セ

l
二
ユ
レ

i
(
円
。

}σ2色。

r-m在
宅
釘
P
F
)

は
別
な
案
を
提
示
。

「
市
民
の
諸
権
利
は
、
諸
権
力
の
賢
明
な
配
分
に
よ
っ
て
の
み
保
障
さ
れ
う
る
。
」

し
か
し
結
局
、
第
六
部
会
原
案
二
四
条
に
戻
っ
て
き
、

そ
れ
が
承
認
さ
れ
た
。
確
定
文
面
は
、
次
の
通
り
。



「
第
一
六
条
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
分
立
が
確
定
さ
れ
て
も
い
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
、
憲
法
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
。

第
一
七
条
(
同
門
昌
子
一
計
針
。
)

そ
の
後
、
モ
ン
モ
ラ
ン
シ

l
伯
が
、
憲
法
再
審
査
と
改
正
権
に
つ
い
て
の
条
項
を
い
れ
る
提
案
を
し
た
(
ザ
都
町
)
が
採
択
さ
れ
ず
。

議
会
は
こ
れ
で
、
第
六
部
会
原
案
全
条
項
の
討
議
が
終
っ
た
の
で
権
利
宣
言
の
討
論
を
打
ち
切
ろ
う
と
し
た
が
、
抗
議
あ
り
。

議
長
は
、
議
事
規
則
六
条
に
基
づ
き
討
議
を
続
け
る
か
や
め
る
か
を
議
場
に
は
か
る
。
最
も
多
数
の
議
員
は
、
憲
法
討
議
に
移
る
こ
と
に

プ
ロ
プ
リ
エ
テ

賛
意
を
表
し
た
が
、
他
の
議
員
は
、
「
所
有
に
関
す
る
条
項
L

を
権
利
宣
言
に
組
入
れ
る
こ
と
な
し
に
討
議
を
終
了
さ
せ
ぬ
こ
と
を
要
求
。

ポ
ー
ク
ー

デ
ュ
ポ
ー
ル
が
草
案
を
提
出
。
こ
れ
に
対
し
、
「
多
く
の
賛
成
票
が
た
だ
ち
に
集
ま
っ
た
L

。
も
っ
と
も
、
「
多
く
の
修
正
案
が
な
か
っ
た
わ

け
で
な
く
L

「
他
の
草
案
が
相
つ
い
で
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
が
、
結
局
議
会
を
通
過
す
る
。
確
定
条
項
は
、
次
の
通
り
。

「
所
有
は
、
不
可
侵
の
神
聖
な
権
利
で
あ
る
か
ら
、
何
人
も
、
そ
れ
ぷ
地
共
の
必
要
性
が
合
法
的
に
確
認
さ
れ
、

当
で
事
前
の
補
償
を
条
件
と
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
れ
は
収
用
さ
れ
う
る
。
」

そ
れ
を
明
白
に
要
求
し
、

か
つ
正
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(
お
)
の

2

一
九
八
九
年
人
権
宣
言
の
寸
狭
義
の
歴
史
的
な
性
格
L

を
「
も
っ
と
も
顕
著
に
示
L

し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
の
第
一
七
条
が
、
国
民
議

会
の
審
議
の
最
後
に
や
っ
と
す
べ
り
込
み
、
あ
っ
け
な
く
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
む
し
ろ
驚
ろ
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
請
願
書
以
来
の
最

重
点
事
項
で
あ
り
、
多
く
の
草
案
に
力
を
こ
め
て
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
た
し
、
八
月
四
日
の
夜
以
来
の
封
建
制
廃
止
条
項
の
最
重
点
事
項

の
内
実
に
ひ
と
し
い
(
後
掲
「
表
」
参
照
)
以
上
、
本
条
項
は
オ
ミ
ッ
ト
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
死
活
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
六
部
会
原

案
に
詳
細
な
規
定
を
欠
い
た
(
一
位
一
品
条
)
故
に
、
看
過
さ
れ
か
け
た
が
、
一
旦
提
案
さ
れ
る
や
た
だ
ち
に
合
意
が
成
立
し
た
所
以
と
い
え
よ
う
。
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八
月
二
七
日
午
前
の
会
議
の
日
程
に
お
い
て
、
権
利
宣
言
に
関
連
し
た
種
々
の
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
追
加
案
に
つ
い
て
討
議
す
る
こ
と



説

と
し
た
が
、
プ

l
シ
ュ
の
要
請
に
よ
り
そ
れ
ら
追
加
案
の
検
討
は
憲
法
討
議
後
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
が
、
全
議
会
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

議
会
は
、
「
権
利
宣
言
に
追
加
す
る
べ
き
条
項
に
つ
い
て
の
討
議
は
、
憲
法
討
議
の
後
に
移
送
さ
れ
る
。
」
と
、
決
議
し
た
。

し
か
し
、
結
局
、
こ
の
追
加
条
項
討
議
は
遂
に
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
上
記
一
七
カ
条
の
人
権
宣
言
は
、
「
暫
定
」
条
項
の
ま
ま
確
定
す
る

ル
フ
ェ

l
プ
ル
は
書
い
て
い
る
。

の
で
あ
る
。
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論

「
こ
の
問
題
は
、
翌
二
七
日
、
そ
の
他
の
諸
問
題
と
と
も
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
延
期
の
理
由
は
、
憲
法
が
完
成
さ
れ
た
暁
に
は
、
い
ま

さ
し
あ
た
り
一
七
カ
条
に
定
め
ら
れ
た
人
権
宣
言
も
、
あ
ら
た
め
て
再
検
討
さ
れ
補
足
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
了
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
後
、
人
権
宣
言
の
再
検
討
や
補
足
は
つ
い
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
憲
法
が
完
成
に
近
づ
い
た
一
九
七
一
年
八
月
に
、
こ
の
点
の
討
議
が
再
開

さ
れ
た
と
き
、
ト
ゥ

l
レ
は
次
の
よ
う
な
反
対
論
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
や
全
人
民
の
熟
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
人
権
宣
言
は
、
人
民

の
眼
に
は
す
で
に
「
宗
教
的
で
神
聖
な
性
質
」
を
帯
び
た
も
の
と
映
じ
て
お
り
、
す
で
に
寸
政
治
的
信
条
の
象
徴
」
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
に
手
を
触
れ
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
で
、
人
権
宣
言
と
は
別
に
、
憲
法
の
前
文
と
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
「
基

本
的
諸
規
定
」
の
記
述
(
高
指
の
第
一
篇
)
と
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
、
人
権
宣
言
の
要
約
に
つ
け
加
え
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
補
足

事
項
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
七
八
九
年
の
革
命
の
象
徴
た
る
人
権
お
よ
び
市
民
権
の
宣
言
は
、
八
月
二
六
日
に
国
民
議
会
が
暫
定
的

に
採
択
し
た
姿
の
ま
ま
で
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

こ
の
人
権
宣
言
は
、
一
七
八
九
年
一
一
月
三
日
、
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
決
定
的
に
重
要
な
事
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ク
セ
プ
タ
シ
オ
ン

五
日
、
議
会
は
人
権
宣
言
(
お
よ
び
既
決
の
一
九
憲
法
条
項
)
を
「
国
王
が
受
諾
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
議
長
(
ム
ニ
エ
)
が
読

ア
ク
セ
ツ
シ
オ
ン

む
。
国
王
は
「
こ
れ
ら
の
条
項
に
了
解
を
与
え
る
L

と
言
い
、
受
諾
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
一
部
の
賛
意
を
除
い
て
激
し
い
反
論
(
ロ
ベ

サ
ン
シ
ユ

1
ル

ス
ピ
ェ

l
ル
は
、
国
王
が
検
閲
権
を
も
つ
の
で
な
く
国
民
こ
そ
が
白
か
ら
そ
れ
を
も
つ
べ
き
だ
。
プ

l
シ
ュ
は
、
国
王
の
受
諾
ま
で
税
を
払

う
べ
き
で
は
な
く
、
国
王
は
国
民
議
会
の
前
で
遵
守
の
宣
誓
を
す
べ
き
だ
と
主
張
)
が
あ
り
、
さ
ら
に
国
王
に
代
表
を
お
く
り
受
諾
を
要
求

し
、
同
夜
の
国
王
の
返
書
は
、
人
権
宣
言
を
「
端
的
に
受
諾
L

し
た
。
こ
れ
は
憲
法
制
定
権
力
が
、
名
実
と
も
に
国
民
議
会
に
移
行
し
、
人

一O
月



権
宣
言
そ
し
て
憲
法
は
議
会
と
国
王
の
協
約
と
し
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
王
の
無
条
件
受
諾
を
ひ
き
出

し
た
の
は
、
パ
リ
の
女
達
(
六
、
七
千
人
)
が
パ
ン
を
要
求
し
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
行
進
し
、
寸
ま
た
し
て
も
、
大
衆
運
動
の
圧
力
が
、
法

律
家
た
ち
の
革
命
を
支
え
て
そ
の
成
功
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
」
(
ル
フ
ェ

l
プ
ル
)
の
で
あ
っ
た
。

一七八九年人権宣言研究序説回

(
1
)
例
え
ば
、
其
聞
の
事
情
を
簡
潔
に
は
、

A
-
ソ
プ

l
ル
、
小
場
瀬
卓
三
、
渡
遁
淳
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
一
七
八
九
l

一
七
九
九
、

ω』
岩
波
新
書

一
四
O
、
一

O
九
l

一
一
四
頁
。
マ
チ
工
、
ね
づ
ま
さ
し
・
市
原
豊
太
訳
『
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
、
上
』
岩
波
文
庫
、
二
九
一
、
コ
コ
マ
一
三
五
頁
。

と
り
わ
け
、

G
-
ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
、
高
橋
幸
八
郎
、
柴
田
三
千
雄
、
遅
塚
忠
弱
訳
『
一
七
八
九
年
1

フ
ラ
ン
ス
革
命
序
論
』
(
岩
波
書
脂
、
原
文
)

九
三
九
年
、
訳
一
九
七
五
年
)
、
二
三
五
l

二
九

O
頁
。
憲
法
史
の
観
点
か
ら
の
要
約
と
し
て
冨
-
U
B
E
E
Z
P
E
2
2
2
8
5号
E
Eロロ
m-Z
号

E
司
E
ロ
ロ
刊
号
コ
∞
也
白
冨
吋
O
L・
「
開
・

0
ロ
nF巾
ヨ
戸

5
3
(。ユ
m-
冨
ωN)w
℃・

2
・

(
2
)
基
礎
資
料
は
、
引
き
続
き
、
〉
R
E〈
g
p
E巾
E
g
g
-コ
出
号
口
∞
ご
μ
5
2・同
M
R
2
h
-
U
石
O
E
L∞∞
F
Z
B巾
醤
・
(
〉

-HY
と
略
)
匂
・
品
巴
l

品∞叩・

(3)
開
巧
白
]
門
戸
戸
田
口
o
n
z
g巴
。
ロ
門
田
巾
間
門
町
。
宮
内
同
巾

H
U
z
s
g巾巾同
E
n
-
Z可
巾
ロ
巾
ニ

J
E
8
5
z
r
n
oロ凹片山
Z
E
F
H，
E
〈白
Z
H
胃

mU白
E
z
-
-

良川
mr
昨日戸巾印巾司釦ユ凹唱]右
()ω-HV・
HAHHNOH・

(
4
)
「
五
人
委
員
会
案
」
は
、
寸
ミ
ラ
ボ

l
の
支
配
的
影
響
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
」
た
も
の
で
あ
り
(
本
誌
一
八
巻
二
一
号
六
七
頁
)
、
彼
が
寸
信
教
の

自
由
」
の
強
い
主
張
者
で
あ
っ
た
(
実
質
的
に
は
無
神
論
の
立
場
も
考
慮
。
本
号
第
一

O
条
の
部
参
照
)
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ミ
ラ
ボ

l
の
非
宗

教
的
国
家
の
思
想
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
る
。

(5)
戸
町
民
主

3
・〉印師同
E
z
r
Z
2
B
E
]巾(帥

n
O
B
B
mロロ巾『色ロ

N吋
当
叶
ロ
ロ
∞
由
)

w

日
-HV・
Nω-np
巧
回

-np・
0匂
-
n
F
U
-
-
A∞-

(
6
)
p
o
n
g
認可
σ由
}
骨
可
〉
∞
一
回
巾
ヨ
z
r
a
g
。。
B
5
5巾
印
巾
丹
也
市
目

f
Z
R
g
z
r
z巳
B
E
g
-
E・
E-
℃
デ
門
戸
当
白
-
n
y
F一色・七
-
E∞・

(
7
)
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
人
権
宣
言
を
め
ぐ
る
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
と
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
L

和
田
英
夫
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『
戦
後
憲
法
学
の
展
開
』
(
日

本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
)
コ
三
三
一
t
三
七

O
頁。

と
く
に
重
要
な
基
本
文
献
と
し
て
は
わ
E
S
E
-
吋『岡市

F
2
5
3
0同円、出向者
mロ
巾
白
ロ
己
』
巾
同
町
q
g
p
∞白]江口
6
5・
E
N申
・
お
よ
び
、

「
の
0
2印
nF白】
W
W
円
、
白
明
白
一
深
川
円
円
巾
宮
門
宮
町
明
黒
川
口
門
町
周
虫
、
。
-zt。
口
同
町
吋
。
己
ぬ
}
回
同
町
巾
。
吋
件
。
σ巾同・色白山、山
Y

同町巾

C
E〈巾
H
1

回目同可

O同わ町一円回
moH》吋角川団印・]巴印()・

を
用
い
た
。
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説

(8)
樋
口
謹
一
「
両
世
界
の
英
雄
・
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
」
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
指
導
者
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
七
八
年
)
二
六
六

O
頁。

(
9
)
門
町
・
∞
・
司
即
日
〉
円
、
・
何
回
℃
吋
仲
門
叶
巾
一
〈
。
-c巳
。
ロ
ロ
同
町
内
向
ロ
司
門
田
口
円
ゆ
ゆ
仲
間
C
M
同
開
Z
G
I
Cロ
ダ
帥
-
由
民
ロ
円
四
C
M
4
園ゆ丘町山門戸
m-
司
回
同
田
町
・
〉
ロ
ロ
芯
ロ
ロ
何
回

(
V
E
B円】
-op
呂
自
・

(
叩
)
上
記

(
7
)
拙
稿
、
三
六

O
l三
六
四
頁
。

(
日
)
と
く
に
、
日
本
国
憲
法
一
二
条
の
「
国
民
の
不
断
の
努
力
」
の
最
後
の
権
利
と
手
段
と
し
て
「
圧
制
へ
の
抵
抗
」
権
が
、
自
然
権
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
同
三
六
九
頁
。

(
ロ
)
こ
の
会
議
に
つ
い
て
冨
。
巳

R
R
の
記
事
は
完
全
で
は
な
い
(
〉
-
H
Y
W
4
戸

匂

怠
ω
・
ロ
。
広
三
)
)
。

(
日
)
パ
ル
ナ
l
プ
(
∞
白
5
2
S
、
ア
ド
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ポ

l
ル
(
〉
今
-
S
U
C
H
V
2丹
)
と
と
も
に
「
三
頭
政
治
派
」
の
指
導
者
。
同
吋
}
5
5宮
o
p

同

)
O
同)己]国司印。〈巾
5-m口
々
自
己
同
y
m
F・8ny(UCロ凹巴

z
g門〉印印巾
B
ぴ
]
凶
コ
冨
田
口
円
『
巾

a
q
d
E〈
-
F
J
L自
N
w

司・申
N
H
噂
叩
印
円
)
・
口
・
長
谷
川
正
安
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
と
憲
法
』
(
三
省
堂
、
一
九
八
四
年
)
、
九
七
頁
参
照
。
河
野
健
二
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
思
想
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
四
年
)
二

八
四
l

三
一
一
頁
。
パ
ル
ナ
l
ヴ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
本
格
的
に
研
究
。

(M)
巧
包
口
町
、
。
匂

-
n
F
U・
呂
町
・
〉
・
司
-
F
戸
℃
・
念
品
の
記
録
で
は
意
味
が
不
明
。

(
日
)
南
仏
ガ
l
ル
豚
(
ニ

l
ム
)
選
出
の
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧
師
、
高
潔
な
人
格
と
雄
弁
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
。
桑
原
難
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
五
九
年
)
、
六
六
八
頁
参
照
。

(
凶
)
一
七
八
七
年
一
一
月
五
日
の
宗
教
的
寛
容
勅
令
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
市
民
的
地
位
と
能
力
お
よ
び
良
心
の
自
由
を
復
権
し
た
が
、
祭
杷
の

自
由
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
〉
-
何
回

B
a
p
句吋
m
n
u
b
-巾
B
g
g一
司
巾
号
コ
己
免
包
括
円
四
ロ
骨
O
庄
内
吋
同
ロ
宮
町
内
凶
巾
口
∞
坦
帥

Z
E
-
ω
町
a
L
E
-
-
u
-
N∞・

(
口
)
請
願
書
の
内
容
を
概
括
的
に
ま
と
め
た
、
七
月
二
七
日
の
ク
レ
ル
モ
ン
・
ト
ネ
l
ル
に
よ
る
憲
法
委
員
会
の
第
二
報
告
中
に
は
、
と
く
に
宗
教

的
自
由
の
要
求
に
つ
い
て
の
メ
ン
シ
ョ
ン
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
少
数
意
見
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
誌
一
五
巻
一
号
、
一
八
l

二
一
頁
、
参
照
。
一

(
凶
)
ラ
ヴ
ォ

1
は
、
一
七
九
一
年
一
一
月
の
立
法
議
会
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
も
市
民
権
を
認
め
る
法
律
を
通
過
せ
し
め
た
。
な
お
、
後
述
、
注

(
幻
)
参
照
。

(
四
)
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
と
プ

l
ト
ミ

l
の
見
解
の
対
立
が
鮮
明
な
箇
所
。
本
誌
一
四
巻
三
・
四
号
、
一
四
五
t

一
四
七
頁
。
初
宿
正
典
訳
『
人
権
宣
言
論

争
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
)
一
六
四
1

一
六
五
、
一
九
六
二
九
九
頁
、
参
照
。

(
加
)
ラ
・
ロ
シ
ェ
フ
コ

l
は
、
第
六
部
会
案
を
弱
体
に
す
ぎ
る
と
批
判
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
二
一
条
寸
言
論
出
版
の
自
由
は
、
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自
由
の
有
力
な
防
塞
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
制
限
す
る
も
の
は
専
制
的
政
府
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
力
強
い
方
式
を
対
比
し
つ
つ
、

彼
の
提
案
を
し
た
。
当
包
nF-
毛
-
n
F
司
H

巴
高
木
、
未
延
、
宮
沢
編
『
人
権
宣
言
集
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
)
、
一
一
一
頁
(
斉
藤
真

訳)。

(
乱
)
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
は
、
ラ
・
ロ
シ
ェ
フ
コ

1
案
の
「
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
場
合
L

に
代
え
て
、
「
法
律
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
諸
形
態
に
お
い

て
」
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
巧
白
-
n
y
-
-
z
p
H
M
-
H
∞
品
・

(
幻
)
右
、
ロ
シ
ュ
フ
コ

l
原
案
と
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
修
正
案
の
「
妥
協
」
を
議
会
が
採
用
し
た
と
い
う
。
庄
内
?
匂
-

H

宮・

(
お
)
巧
即
日
n
y
・

5
p・
司
・
呂
町
・

(
但
)
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
前
掲
、
六
四

O
頁
。
河
野
健
二
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
思
想
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
四
年
)
二
八

四
一
二
一
一
頁
、
参
照
。

(
お
)
「
デ
ュ
ポ

l
ル
が
、
財
産
権
を
確
保
す
る
一
七
最
終
条
項
を
提
案
し
た
栄
光
を
も
っ
。

L
U
g
gロ
母

2
・
0
℃
・
門
戸
U
・
2
・の

-noEn-
円」ロ・

出口角川口円四仏角川田

Umn]白円白同日
0
ロ凹白
g
m三
円
白
山
口
巾
印
巾
同
仏
角
川
】
釦
。
。
ロ
丸
山

zt。ロ門凶目的問
g
z
ー
ロ
口
町
田
仏
印
ロ
凹
コ
戸
山
田
丹
念
円
巾
円
。
ロ
白
色
宮
片
山
。
ロ
ロ
巾
--m
同門白口前回一白巾
w

-
ロ
〉
・
司
・
門
同
町
印
。
。
ロ
凹
門
広
三
目
。
ロ
ロ
白

-
E
2・
ロ
円
。
一
昨
円
。
ロ
住
吉
広
O
ロロ巾
-
2
門凶円。宮内凶

Z
・Z
5
5巾・肘円。ロ。
B
-
n
p
E∞
戸
司
-
t
c
|
主
回
・
は
、
人
権
宣

言
第
一
七
条
の
寸
公
用
収
用
が
ア
メ
リ
カ
の
権
利
章
典
流
に
き
わ
め
て
具
体
的
で
実
効
的
宣
言
」
で
あ
り
、
「
第
一
七
条
に
至
っ
て
、
天
(
の
理
念
)

か
ら
地
上
(
の
現
実
)
に
移
っ
た
」
、
(
(
)
内
筆
者
)
と
評
し
て
い
る
。

(
お
)
の
2

寸
八
九
年
権
利
宣
言
の
狭
義
の
歴
史
的
な
性
格
は
、
封
建
制
の
廃
棄
に
か
ん
す
る
同
年
八
月
五
l

一
一
日
の
デ
ク
レ
(
封
建
的
諸
税
の
有
償

廃
棄
を
予
定
す
る
)
と
の
密
接
な
関
連
の
も
と
に
、
憲
法
を
ふ
く
む
全
実
定
法
規
範
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
所
有
権
の
神
聖
不
可
侵
性
と
事
前

正
当
補
償
の
原
則
を
掲
げ
た
こ
と
に
も
っ
と
も
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
」
稲
本
洋
之
助
寸
一
七
八
九
年
の
『
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
』
」

後
掲
文
献
、
一
二
九
頁
。
後
述
次
頁

ωの
注
(
日
)
(
却
)
を
み
よ
。

(出

)
G
・
ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
著
、
高
橋
幸
八
郎
ほ
か
訳
、
前
掲
『
一
七
八
九
年
t

フ
ラ
ン
ス
革
命
序
編
』
二
三
八
二
三
九
頁
。

(
幻
)
「
さ
き
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
祭
肥
や
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
憲
法
の
第
一
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。
「
憲

法
は
、
:
:
:
い
か
な
る
人
間
に
対
し
て
も
、
:
:
:
自
己
の
愛
着
を
も
っ
宗
教
的
祭
-
杷
を
と
り
行
な
う
こ
と
の
自
由
。
田
口
σ巾
2
m
:
:
:
門誌凶巾
R
R
Z

2
R
2・m
z
m
-
g
M
白ロ
A
E
巳
ロ

m
a
巳
gnym)
を
保
証
す
る
。
」
、
「
市
民
た
ち
は
、
自
分
の
祭
-
記
の
司
式
者
を
選
挙
し
ま
た
は
選
択
す
る
権
利
を
有

す
る
。
」
ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
、
前
掲
訳
書
一
二
三
九
頁
。
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(犯
)
h
o
Z角
川
丘
一
O
ロ

mmロ
m
E町
内
回
虫
色
m
Q巾
仲
間
円
巾
ロ
門
吉
田
匂
白
門
戸
・
〉
∞

m
m
g
z
r
z丘
一
。
ロ
白
]
巾
・
∞
白
ロ
円
山
C
ロ

E
L
S℃
1
5
2「
仏
巾
可
〉
凹
凹
巾

B
E
m巾
Z
由
民
。
ロ
包
巾
咽

F

Y

H
吋
∞
山

y
u
-
吋
品
・

(
却
)
者
同
庁

F
O匂
-
n
F
U
-
H
S
I
N
E

(
却
)
ル
フ
ェ
l
ヴ
ル
、
前
掲
訳
書
、
二
九
O
頁。

北法40(1・226)226

論

(2) 

確
定
条
項
に
含
ま
れ
る
諸
草
案
の
議
決
の
影
響
の
分
析
と
総
括

(a) 

「
人
権
宣
言
」
の
「
暫
定
」
と
「
確
定
」

フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
の
代
表
的
概
説
書
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
一
七
八
九
|
一
八
七

O
年』

条
項
別
討
議
」
段
階
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

の
な
か
で
、
デ
ラ
ン
ド
ル
は
、
次
の
よ
う
に
「
各

「
こ
れ
ら
の
最
後
の
一

0
日
間
の
作
業
の
過
程
で
、
な
ん
と
い
う
無
秩
序
、
な
ん
と
い
う
方
法
の
欠
除
、
そ
し
て
立
法
技
術
に
お
け
る
未
経
験
が
み

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
国
民
議
会
の
憲
法
的
討
議
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
同
様
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
や
〉
シ
ニ
カ
ル
な
観
察
は
、

フ
ラ
ン
ス
近
代
・
現
代
憲
法
の
「
原
点
」
と
な
り
、

か
つ
「
世
界
を
一
周
」
す
る
影
響
力
を
発
揮
す
る

に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
「
人
権
宣
言
」
の
価
値
を
庇
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
極
限
的
動
乱
の
さ
な
か
で
、
制
憲
議
会
議
員
た
ち
が

祖
国
の
新
生
と
人
類
の
人
権
秩
序
の
創
設
を
め
ざ
し
て
、
彼
ら
の
多
彩
な
理
論
的
・
実
践
的
な
英
知
と
要
請
を
結
集
し
、
一
七
条
の
宣
言
に

条
項
化
し
た
偉
業
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
一
日
が
一

O
年
に
相
当
す
る
よ
う
な
凝
縮
さ
れ
た
危
機
的
な
「
時
」

の
な
か
で
、
「
人
権
宣
一
言
」
が
、
学
者
や
官
僚
の
長
年
月
の
調
査
・
熟
慮
・
彫
磨
の
末
つ
く
り
上
げ
た
論
(
作
・
条
)
文
で
は
な
く
、
「
人
間
」

と
し
て
、
「
市
民
」
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
最
緊
急
重
大
原
則
を
ま
と
め
た
暫
定
的
な
モ
ザ
イ
ツ
ク
で
あ
る
が
、

そ
の
リ
ア
ル
な
真
実
が
恒
久
的
妥
当
性
を
も
ち
え
た
(
唯
一
怒
胡
練
)
と
み
る
こ
と
が
で
き

そ
れ
ら
が
事
柄
の
本
質
を
つ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、



る
と
思
う
。

上
述
の
よ
う
に
「
暫
定
」
的
に
国
民
議
会
で
議
決
し
国
王
に
よ
り
「
受
諾
L

公
布
さ
れ
た
「
人
権
宣
言
」
は
、

銘
「
確
定
」
的
な
も
の
と
な
り
、
同
年
九
月
三
日
憲
法
の
冒
頭
に
か
〉
げ
ら
れ
、
結
果
的
に
寸
確
定
L

条
項
と
し
て
、
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
お
程
一
一
間
間
帯
…
鍔
…
…
鵬
舵
飢
前
一
一
対
話
下
)
。
本
研
究
が
検
討
し
た
、
寸
制
定
過
程
L

の
五

O
余
日
間
に
わ
た
る
討
議
と
決
議
、
と
く
に
多
く
の
草

案
の
内
容
と
確
定
条
項
へ
の
影
響
関
係
を
通
じ
て
、
総
括
的
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
的
諸
蹄
結
が
み
ら
れ
る
か
を
、
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

州
諸
草
案
と
決
議
が
確
定
条
項
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
特
徴
の
ま
と
め

本
研
究
冒
頭
で
述
べ
要
旨
を
記
述
し
た
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
・
対
・
プ
1
ト
ミ
イ
の
寸
人
権
宣
言
起
源
」
論
争
を
「
出
発
点
L

(

当
官
四
一
号
立

供
一
子
)
と
し
て
考
慮
し
な
が
ら
、
人
権
宣
言
の
確
定
に
い
た
る
制
定
過
程
の
全
体
を
総
括
し
て
、
以
下
回
つ
の
位
相
に
わ
た
る
基
本
的
(
本

質
的
お
よ
び
個
別
・
現
実
的
)
諸
要
素
と
特
徴
を
も
っ
多
元
的
な
複
合
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

バ

イ

ヤ

ー

ジ

ユ

カ

イ

エ

一
、
全
身
分
会
議
に
提
出
さ
れ
た
三
つ
の
身
分
の
「
選
挙
区
」
か
ら
の
寸
請
願
書
L

(

叩
同
一
お
も
わ
駅
一
臼
常
恥
鵡
輔
君
九
明
日
れ
)
に
含
ま
れ
た
寸
選

挙
人
L

の
要
求
。

一
七
九
一
年
八
月
正
真
正

一七八九年人権宣言研究序説岡

請
願
書
の
そ
れ
自
体
の
庭
大
な
内
的
の
分
析
は
本
研
究
の
寸
限
定
」
を
こ
え
る
。
た
だ
、
ク
レ
ル
モ
ン
・
ト
ネ
|
ル
報
告
(
詰
-
一
)
が
「
請

願
書
の
開
封
調
査
結
果
L

を
要
桁
じ
て
お
り
(
府
叫
ん
弘
一
端
玖
引
ァ
)
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
寸
市
民
の
諸
権
制
、
自
由
、
所
有
は
全
国
民
に
よ
り

力
強
く
要
求
さ
れ
て
お
り
」
(
確
定
条
項
一
・
二
条
)
、
と
く
に
租
税
・
募
債
に
対
す
る
国
民
の
同
意
と
限
定
(
確
定
条
項
一
四
条
)
、
所
有
の

神
聖
(
確
定
一
七
条
)
、
出
版
の
自
由
(
確
定
一
一
条
)
、
人
身
の
自
由
と
く
に
封
印
令
状
に
対
す
る
反
対
(
確
定
七
条
)
等
が
、
夫
々
の
身

分
と
く
に
第
三
身
分
(
一
時
間
恥
醐
醐
一
明
野
一
mmnm
比
一
川
綱
様
)
の
岱
の
切
実
な
実
際
的
要
求
を
表
明
し
、
い
わ
ば
フ
ラ
ツ
ス
国
民
の
基
底
部
分
か
ら
の
影

響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
は
v

過
少
評
価
す
る
こ
と
(
釘
駅
お
り
に

)
U
Fさ
れ
ま
い
。

ま
た
請
願
書
が
全
般
的
に
、
君
主
制
の
維
持
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
大
き
な
変
革
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
旧
制
度
の
弊
害
を
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説

除
去
す
る
「
改
革
」
を
求
め
る
も
の
と
、
そ
の
根
本
的
変
革
す
な
わ
ち

イ
ン
ト
が
、
「
人
聞
の
権
利
の
宣
言
を
憲
法
の
第
一
章
に
か
〉
げ
、
そ
の
維
持
の
た
め
社
会
が
設
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い

権
利
の
宣
言
」
を
「
新
憲
法
L

樹
立
の
「
礎
石
」
に
し
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
も
見
落
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
請
願
書
自
体
の
な
か
に
人
権
宣
言
に
よ
る
憲
法
体
制
の
寸
革
命
L

的
要
求
の
声
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

二
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
(
吋
間
一
)
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
思
想
。
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
が
そ
の
意
味
で
の
「
革
命
」
的
人
権
宣
言
案
で
あ
る

(
蹴
崎
戸
「
寝
ヰ
d
駒
鱒
ト
語
学
ト
岬
均
一
)
こ
と
、
ま
た
、
後
に
彼
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
的
意
味
に
お
け
る
最
初
の

権
利
宣
言
」
と
自
讃
し
た
こ
の
案
を
通
じ
て
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
影
響
、
と
く
に
そ
の
意
義
と
範
囲
、
お
よ
び
確
定
条
項
に
及
ぼ
し
た
影
響

の
性
質
と
程
度
が
問
題
で
あ
る
。
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
や
憲
法
思
想
(
州
憲
法
・
権
利
章
典
)
を
櫨
讃
し
つ
つ
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
君
主
制
に
適
合
さ
せ
た
人
権
宣
言
を
制
定
す
る
こ
と
に
情
熱
を
も
や
し
て
お
り
、
独
立
宣
言
の
父
・
ジ
ェ
フ
ァ

1
ソ
ン
と
も
親

一
七
八
九
年
一
月
の
彼
の
第
一
草
案
で
は
、

北法40(1・228)228

「
革
命
」

こ
の
間
傾
向
を
区
別
す
る
ポ

を
要
求
す
る
も
の
が
あ
り
、

論

旧
王
制
の
改
良
に
よ
る
「
改
革
」
の
枠
内
で
の
案
だ
っ
た
が
、

月
初
め
の
革
命
的
状
況
と
、
こ
れ
に
対
す
る
国
王
の
反
革
命
の
軍
隊
の
結
一
一
集
と
接
近
に
対
決
し
て
「
抵
抗
権
」
を
挿
入
明
記
し
、

「
人
権
宣
言
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
第
二
事
)
(
t
h
h
)
に
、
対
議
会
政
策
を
配
慮
し
た
第
三
事
)
を
、
議
会
に
上
提
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
駐
仏
米
大
使
だ
っ
た
(
崎
日
初
恥
和
史
出
γ
冶
九
月
一
け
か
肘
駅
下
山
配
同
誌
臨
時
内
科
耕
一
四
駅
均
的
『
町
一
U
F即
川
市
一
羽
源
則
)
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
も
彼
独
自
の

フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
「
権
利
憲
章
」
案
や
助
言
を
ラ
フ
ア
イ
ェ
ッ
ト
ら
に
提
示
し
て
い
る
が
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
は
そ
れ
ら
を
採
用
し
て
い

な
予
結
局
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
君
、
芯
心
持
活
か
「
革
命
誌
仲

L
F舞
し
(
ぎ
去
三
転
)
、
「
ん
骨
の
権
利

L宣言
の
「
討

議
・
起
草
作
業
の
進
捗
を
よ
び
か
け
」
(
一
町
一
時
一
四
一
言
.
)
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
米
仏
共
通
の
仏
憲
法
原
則
が
確
定
第
一
・
第

一
一
・
第
三
条
の
給
貯
な
い
し
基
本
原
則
酢
か
に
官
按
働
か
影
響
を
及
ぼ
し
句
会
哨
ハ
ル
ピ
μ
m
k
t
M
一
諸
一
弘
沼
市
)
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
の
他
の
条
恥
)
へ
の
影
響
も
み
ら
れ
る
に
し
て
も
部
分
的
で
あ
り
(
4
E
コ
ポ
一
一
仁
条
一
四
、
)
、

交
が
あ
っ
た
。

六
月
末
か
ら
七

「
革
命
」
の

影
響
の
あ
と
が
全
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く
み
ら
れ
な
い
条
項
も
少
な
く
な
凶

)(frz、一ユ十)。

結
局
、
ア
メ
リ
カ
(
の
独
立
宣
言
、
州
憲
法
・
権
利
章
典
に
み
ら
れ
る
)
「
革
命
」
の
「
人
権
宣
言
」
と
本
質
的
に
共
通
の
精
神
が
、
ラ
フ
ア

イ
ェ
ッ
ト
案
を
き
っ
か
け
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
憲
議
会
の
多
数
の
議
員
の
支
持
と
総
合
を
経
て
、
確
定
第
一
・
二
・
三
条
に
明
記
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
原
則
の
影
響
を
、
明
確
に
肯
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
革
命
精
神
」
に
よ
る
人
権
原
則
は
、

た
ん
に
ア
メ
リ
カ
の
模
倣
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
の
英
米
仏
に
普
及
し
て
い
た
一
般
的
(
匙
叫
す
)
思
想
な
い
し
哲
学
に
も
は
ぐ
く

ま
れ
て
い
た
(
知

U」
d
r伽
行
行
川
村
山

p
b
v
刊行川

M
r
b酌
引
ド
れ
川
げ
パ
引
r
配
じ
わ
M
)

こ
と
も
看
過
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史

的
・
社
会
的
諸
条
件
を
ま
っ
た
く
異
に
し
た
君
主
制
フ
ラ
ン
ス
の
危
機
的
状
況
に
直
面
し
て
そ
れ
を
根
本
的
に
変
革
す
る
大
目
標
に
お
い
て

つ
な
利
料
打
か
は
に

M
L
…
司
法
ア
作
市
噌
州
統
制
日
)
ア
メ
リ
カ
と
相
違
し
、
ま
た
骨
別
条
項
化
の
展
開
に
お
い
て
、
れ
ニ
小
ノ
〉
ル
骨
口
町
A
V

ゆ
赴
し
た
場
安
除

要
求
に
対
応
し
表
明
す
る
固
有
の
フ
ラ
ン
ス
的
実
際
的
行
動
や
思
想
や
表
現
様
式
が
総
合
さ
れ
(
後
述
)
、
確
定
条
項
化
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

=
一
、
八
月
四
日
封
建
制
廃
止
決
識
が
、
人
権
宣
言
制
定
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
(
島
町
駐
笹
心
叩
逗
宮
町
動
事
吃
江
町
)
の
革
命
の
現

実
的
要
求
と
圧
力
を
、
請
願
書
の
段
階
か
ら
こ
・
三
段
階
急
進
し
て
、
じ
か
に
反
映
し
、
そ
の
内
容
に
影
響
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
八

月
四
日
決
議
は
、
革
命
が
地
方
に
拡
大
し
農
民
が
反
乱
を
起
し
、
そ
の
圧
力
と
脅
威
を
前
に
、
国
民
議
会
が
(
娘
一
明
…
健
一
一
峨
一
様
ぅ
)
譲
歩
し
て
、

農
民
の
既
成
事
実
(
航
刊
誌
一
一
日
開
場
吋
一
法
一
)
を
追
認
し
、
「
国
民
議
会
の
声
望
と
権
威
を
高
め
る
と
同
時
に
、
緒
に
つ
き
は
じ
め
た
革
命
を
救

い
」
(
制
肱
暗
号
説
明
、
一
正
配
者
騒
望
者
命
)
、
「
他
面
、
実
質
的
に
は
(
自
由
主
義
)
貴
族
お
よ
び
富
市
民
の
既
得
権
(
と
く
に
財
産

権
)
を
温
存
確
保
し
よ
う
と
い
う
、
両
面
作
戦
(
な
い
し
妥
協
方
針
)
」
)
の
表
現
で
あ
っ
た
。
八
月
五
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
、
決
議
を
具
体

化
し
た
「
諸
特
権
の
廃
止
に
関
す
る
議
会
令
L

は
詳
細
・
具
体
的
に
「
人
権
宣
言
」
を
実
体
的
に
支
え
裏
う
ち
す
る
も
の
が
(
伊
野
守
麻
鵬
信
欄

鞍
)
何
か
を
示
し
、
か
つ
確
定
条
項
に
影
響
し
て
い
る
。
と
く
に
六
条
四
項
公
職
就
任
、
二
二
条
の
租
税
の
平
等
、
一
七
条
正
当
補
償
規
定
に

み
ら
れ
る
。

北法40(1・229)229
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人
権
宣
言
の
形
成
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
(
腕
控
酷
…
舗
怖
が
に
鰭
誠
一
m
.
)
が
現
実
的
要
求
を
つ
き
つ
け
、
国
民
議
会
の
革
命

派
議
員
の
改
策
決
定
・
法
思
想
・
技
術
を
通
じ
て
、
「
八
月
四
日
の
宣
一
言
」
と
こ
れ
は
つ
づ
く
議
会
令
が
確
定
条
項
の
「
決
定
的
土
台
L

と
な
っ

た
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
酌
即
日

p
t併
前
一
川
崎
務
叫
ん
剛
ド
抗
初
叩
川
柳
一
律
的
)
。
確
定
条
項
六
条
三
・
四
項
が
封
建
的
し
つ
こ
く
か

ら
の
人
身
の
自
由
の
解
放
、
一
七
条
の
所
有
権
規
定
が
、
具
体
的
で
実
効
的
な
法
的
効
果
を
も
っ
ア
メ
リ
カ
権
利
章
典
流
の
規
定
で
あ
る
こ

と
が
、
こ
の
観
点
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

園
、
人
権
宣
言
制
定
に
重
要
な
貢
献
を
し
た
ム
ニ
エ
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
熟
知
・
賞
讃
し
て
い
た
理
論
と
総
合
力
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
フ
ラ

ン
ス
的
思
和
)
と
表
現
、
お
よ
び
ル
ソ

l
的
な
直
接
民
主
舶
が
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
個
人
権
思
都
が
看
取
さ
れ
る
一
連
の
諸
草
案
が
、
確
定

条
項
の
大
部
分
の
形
成
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
や
シ
ェ
イ
エ
ス
の
影
響
は
、
確
定
条
項
全
面
に
わ
た
っ
て
い

る
か
ら
、
後
掲
「
対
照
表
」
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
た
し
か
め
ら
れ
た
い
。

本
号
が
検
討
し
た
、
最
終
段
階
で
の
個
別
条
項
ご
と
の
討
議
・
可
決
に
あ
た
っ
て
、
第
一
!
一
ニ
条
は
、
ム
ニ
エ
の
総
合
案
が
採
択
さ
れ
、

四
、
五
条
は
A
・
一
フ
メ
ッ
ト
が
編
集
提
案
し
て
可
決
、
六
条
は
タ
レ
1
ラ
ン
案
を
基
本
に
ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
(
薄
汚
設
硝
)
修
正
で
ま
と
ま

八
・
九
条
は
デ
ユ
ポ

i
ル
案
、
一

O
条
は
激
論
の
後
、
結
局
、
ア
メ
リ
カ
的
信
教
の
自
由
の
主
張
(
ミ
ラ
ボ
l

論

り
、
七
条
は
タ
ル
ジ
ェ
案
、

や
ラ
ヴ
ォ
1
・
ド
・
サ
ン
l

テ
イ
エ
ン
ヌ
)
が
容
れ
ら
れ
ず
、

ド
カ
ス
テ
ラ

1
ヌ
案
が
多
数
の
支
持
を
え
て
採
択
さ
れ
、
一
一
条
は
、
多
元
的

一
三
・
一
四
条
は
、
租
税
条
項
と
し
て
圧
倒
的
多
数
の
案
の
総
括
で
あ
っ
て
、

諸
案
の
総
合
で
あ
り
、

一
一
一
条
は
第
六
部
会
案
に
復
帰
可
決
、

タ
ル
ジ
ェ
、

ロ
ベ
ス
ピ
エ
1
ル
の
寄
与
も
重
要
で
あ
り
、

一
五
条
に
は
デ
ュ
ポ

l
ル、

一
六
条
は
、

ほ
ぽ
全
議
員
に
わ
た
る
共
通
の
確
信
を

一
七
条
は
デ
ュ
ポ

1
ル
提
案
に
よ
っ
て
「
画
龍
点
晴
」
を
書
き
こ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
本
号
で
は
、
こ
れ

表
明
し
た
原
則
と
も
い
う
べ
く
、

ら
諸
議
員
の
思
想
的
検
討
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
人
権

思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
現
実
航
)
要
請
と
い
う
多
元
的
要
因
が
総
合
さ

Mr」
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。

北法40(1・230)230
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四
つ
の
佐
相
か
ら
、
「
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
の
基
本
的
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
総
括
的
に
述
べ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ

カ
憲
法
・
人
権
章
典
の
模
倣
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
命
題
。
は
引
い
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
思
想
家
を
基
本
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
独
占
的

創
作
だ
と
い
う
命
題
も
、
一
面
的
独
断
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
人
間
の
権
利
の

宣
言
と
革
命
(
独
立
宣
言
)
の
精
神
が
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
を
契
機
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
国
民
議
会
の
意
思
と
本
質
的
に
共
通
の
原
則

以
上
、

と
な
っ
た
の
が
、
人
権
宣
言
第
一
・
二
・
三
条
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
ア
メ
リ
カ
の
革
命
・
人
権
の
法
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
に
及
ぼ
し
た
影

響
は
明
白
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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フ
ラ
ン
ス
の
現
実
的
諸
条
件
と
要
求
に
そ
く
し
て
、
彼
ら
の
合
理
主
義
的
・
一
般
的
・
普
遍
的
な

原
則
と
権
利
を
表
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
請
願
書
」
や
「
八
月
四
日
封
建
制
廃
止
」
決
議
と
そ
の
後
の
議
会
令
の
具
体
的
条
項
に
み
ら
れ
る

フ
ラ
ン
ス
国
民
の
実
際
的
要
求
と
圧
力
を
背
景
に
、
し
か
も
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
一
般
的
・
抽
象
的
思
考
と

表
現
を
用
い
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
思
想
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
多
彩
な
憲
法
・
権
利
思
想
と
法
技
術
と
い
っ
た
多
元
的
な
要
素
を
総
合
し
て
、
革

命
的
変
革
に
よ
る
新
し
い
憲
法
体
制
の
「
原
点
」
2
)
と
な
る
べ
き
も
の
を
、
人
類
普
遍
の
原
則
と
権
利
と
し
て
の
「
人
権
宣
言
L

に
ま
と
め
え

し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
々
は
、

た
と
こ
ろ
に
、

そ
の
特
色
と
偉
大
さ
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

米
仏
共
通
の
普
遍
的
原
則
は
、

本
質
的
に
、

国
境
を
こ
え
た
す
べ
て
の
人
間
H
人
類
に
恒
久
的
に
ひ
と
し
く
妥
当
す
る
原
理
と
し
て
観
念

「
世
界
を
一
周
す
る
」
こ
と
を
繰
り
返
え
す
(
日
本
国
憲
法
一
一
・
一
二
・
一
=
了
九
七
条
に
及
ぶ
)
影
響
力
を
発
揮
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
と
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
・
政
治
・
経
済
・
社
会
に
限
定
さ
れ
た
具
体
的
現
実
的
要
求
の
特
殊
性
な
い
し
限
界
が
、
個
別
的
条

(
時
)
(
幻
)

一
般
的
・
普
遍
的
表
現
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
ぬ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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せ
ら
れ
、

項
な
い
し
そ
の
背
後
に
併
存
し
、

本
節
の
さ
い
ご
に
、
「
人
権
宣
言
の
制
定
過
程
」
に
お
け
る
諸
草
案
・
報
告
書
・
決
議
の
確
定
条
項
へ
の
影
響
関
係
を
示
す
た
め
に
、
寸
対
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照
表
」
を
掲
げ
て
お
く
。

論

な
お
、
制
定
過
程
の
全
検
討
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
し
か
し
、
第
五
共
和
制
下
に
憲
法
院
に
よ
り
解
釈
・
適
用
さ
れ

プ
ロ
ッ
ク

-
F
・

コ

ン

ス

テ

ィ

チ

ュ

シ

オ

ナ

リ

テ

(

お

)

(

お

)

「

実

定

憲

法

規

範

群
L

の
一
部
と
な
る
に
い
た
っ
て
い
る
人
権
宣
言
を
め
ぐ
り
、
そ
の
「
法
的
特
質
」
と
意
味
内
容
に
つ
い
て
、
今
日
的

北法40(1・232)232

視
点
か
ら
新
た
に
探
究
し
、
本
「
研
究
序
説
」
の
完
結
を
め
ざ
し
た
い
と
思
う
。

川
何
人
権
宣
言
確
定
条
項
と
関
連
す
る
踏
草
案
・
報
告
書
と
の
対
照
表

使
用
略
号

比
七
月
九
日
ム
ニ
エ
報
告

比
七
月
二
七
日
ム
ニ
エ
・
二
三
箇
条
草
案

凡
七
月
二
七
日
ム
ニ
エ
・
二
ハ
箇
条
草
案

L

七
月
一
一
日
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
草
案
:
:
:

七
月
ニ

O
l
-
-
一
日
シ
ェ
イ
エ
ス
案
:
:
:

七
月
二
七
日
ク
レ
ル
モ
ン
・
ト
ネ
l
ル
報
告
(
請
願
書
の
総
括
)

七
月
二

O
l
一
一
一
日
シ
エ
イ
エ
ス
案
:

七
月
二
七
日
夕
ル
ジ
ェ
案
・

七
月
三

O
日
セ
ル
ヴ
ア
ン
案
:

八
月
一
日
ク
レ
ニ
ェ

l
ル
案
j
i
-
-
・:

八
月
一
日
ト
ウ
l
レ
案
:

八
月
四
日
封
建
制
廃
止
宣
-
百
項
目
:
:
・

)
内
、
八
月
一
一
日
封
建
制
廃
止
議
会
令

八
月
一
二
月
プ
l
シ
ュ
案

:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
北
大
法
学
論
集
一
四
巻
三
・
四
合
併
号
一
五

O
ー
一
五
二
頁

・
:
一
五
巻
一
号
二
三
|
二
六
頁

:
・
一
五
の
一
二
三
|
二
七
頁

:
:
一
四
の
ご
了
四
一
五
二
|
一
五
三
頁

:
・
一
五
の
一
五
|
一
二
頁

:
・
一
五
の
一
一
八
|
一
一
一
頁

:
・
一
五
の
一
一

oー
一
二
頁

:
:
:
:
:
:
本
号
二
四
四
頁

:
・
一
八
巻
三
号
四
五
四
六
頁

:

・

一

八

の

三

四

七

頁

:

一

八

の

三

四

八

頁

一

八

の

三

五

二

頁

一
八
の
三
五
四
|
五
六
頁

一

八

の

三

六

一

頁

S B A A Th Cr Sv Tg S'2 C 



R

八
月
一
二
日
ラ
ボ

l
・
ド
・
サ
ン
テ
チ
ェ
ン
ヌ
案
:

均
八
月
一
一
一
日
ム
ニ
エ
の
統
治
機
構
案

羽
八
月
一
二
日
第
六
部
会
案
:
:
・

九
八
月
一
二
日
シ
ェ
イ
エ
ス
案
:

臼
八
月
一
二
日
カ
ル
ト
ン
案
:
:
・

G

八
月
一
七
日
報
告
の
五
人
委
員
会
案

D

八
月
二
七
日
確
定
条
項

日
本
数
字
は
第
何
条
か
を
示
す
。

前
文
〈
確
定
文
略
〉

一七八九年人権宣言研究序説回

:
一
八
の
三

:
一
八
の
三

・
:
一
八
の
三

:
一
八
の
三

:
・
一
八
の
三

一
八
の
三

六
二
|
六
三
頁

六
三
頁

七
一
|
七
三
頁

六
三
|
六
六
頁

六
六
|
六
七
頁

六
七
|
七

O
頁

G
が
基
本
、
た
だ
し
「
最
高
存
在
者
」
な
し
。

引
で
は
「
宇
宙
の
至
高
の
立
法
者
」
と
あ
っ
た
。

ラ
ボ
ル
ド
・
ヴ
ィ
リ
ウ
l
、
デ
ム

l
ニ
エ
案
に
「
最

高
存
在
者
」
が
で
て
い
る
。
デ
ム

l
ニ
エ
案
が
「
再

建
」
を
「
宣
示
」
に
改
む
。
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説

L
一
と
同
旨
。
た
だ
し
S
一
六
の
「
権
利
に
お
い
て
」

が
加
わ
っ
た
こ
と
に
注
意
。

ぬ一ニ

(
H
M町
こ
に
統
合
さ
れ
、
殆
ん
ど
同
文
と
な

る。。
九
が
強
調
。
A
一
(
こ
が
人
身
的
隷
属
制
を
完
廃
。

な
お
、
法
律
上
特
権
を
廃
止
す
べ
き
趣
旨
は
、
既
に

お
一
五
に
で
て
い
る
。

D
六
③
参
照
o
b五
人
隷
属
制
否
定
。

ι一
同
旨
含

む
。
羽
六
権
利
の
平
等

一
ー
三
条
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
案
の
趣
旨
を
い
れ
諸

案
を
融
合
し
た
ム

l
ニ
ェ
案
が
採
択
さ
れ
る
。

人
聞
の
自
然
で
時
効
に
か
か
ら
ぬ
諸
権
利
を
)
凡
一
、

確
定
条
項
一
条
人
聞
は
、
自
由
で
ま
た
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
れ
、
生

存
す
る
。
社
会
的
差
別
は
、
共
同
の
利
益
に
の
み
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

論

二
条
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
結
合
の
目
的
は
、

保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
自
由
、

所
有
、
安
全
お
よ
び
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る
。

S
理
論
的
宣
言
前
文
と
同
旨
。

デ

C
報
告
、
一
致
条
項
一

0
・
一
一
、

L
二、

S
九、

一
凡
九
、

M
h
四
の
例
示
が
取
捨
、
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。

一
G
六
、
圧
制
へ
の
抵
抗
権
含
む
。

」
一
|
三
条
、
ム

l
ニ
ェ
の
総
合
案
確
定
。

北法40(1・234)234



一七八九年人権宣言研究序説岡

い

J
L
五
と
殆
ん
ど
全
く
同
じ
。

一
比
二
後
段
、

M
h
三
が
継
承
し
た
も
の
。

一
S
理
論
的
宣
言
一
九
、
九
二
八
と
同
旨
だ
が
、

一
ア
ン
ス
が
違
う
。

一
G
三
に
同
旨
含
む
。

、一

l
三
条
、
ム

l
ニ
ェ
の
総
合
案
で
確
定
。

J
C
一
致
条
項
一
一
条
。

一
恥
七
前
段
と
完
全
に
同
文
。

(
S
理
論
的
宣
言
一
一
項
・

S
四
、
五
と
同
旨
。
凡
四

一
l
九
の
要
約
と
み
う
る
。

一
n
k

寸
所
見
L

で
理
論
的
説
明
。
臼
九
説
明
。

、
羽
二
、
自
由
の
本
質
規
定
。

し
た
が
っ
て
、
各
人
の
自
然
権
の
行
使
は
、
社
会
の
他
の
構
成
員
に
対
し
こ
れ
ら
の
同
じ
〕

L
三
と
同
旨
。

権
利
の
亨
有
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
の
限
界
以
外
の
限
界
を
も
た
な
い
。
」
羽
七
、
八
、
権
利
・
義
務
の
二
重
関
係
規
定
。

A
-
ラ
メ
ト
の
編
集
的
要
約
提
案
で
確
定
。

J
S
理
論
的
宣
言
一
一
項
と
同
旨
。

一
日
時
「
自
由
に
つ
い
て
」
が
、
法
の
支
配
に
よ
る
自
由

~
を
強
調
。

G
六
が
法
律
に
の
み
服
従
す
る
こ
と
が
、

一
自
由
と
規
定
。

」

wn
九
、
一

O
同
旨
。

北法40(1・235)235

三
条
あ
ら
ゆ
る
主
権
の
源
泉
は
、
本
質
的
に
国
民
に
存
す
る
。
い
か
な
る
団
体
も
、

か
な
る
個
人
も
、
国
民
か
ら
明
示
的
に
派
生
し
な
い
権
威
を
行
使
で
き
な
い
。

ニz

四
条

自
由
と
は
、
他
人
を
害
し
な
い
こ
と
は
す
べ
て
な
し
う
る
こ
と
に
存
す
る
。

」
れ
ら
の
限
界
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
。



〕
恥
一

O

』
み
ノ
。

ま
た
)
恥
一
一
一

(
H
L後
段
)
と
殆
ん
ど
同
文
。

S
一
四
が

~
同
旨
。

」
臼
一
三
、
一
四
。

A
-
ラ
メ
ト
の
編
集
的
提
案
で
確
認

J
S
二
六
冒
頭
が
宣
言

(
H
M
h

一
一
後
段
H

M
町
六
後

一
段
)
。

一
「
一
般
意
志
し
の
実
質
的
意
義
が
何
か
が
問
題
。

」
計
三
、
臼
一
九
、

G
五
、
羽
一
二
。

そ
の
作
成
に
協
力
す
〕
凡
一
一
前
後
凡
六
前
後
。

S
二
六
の
二
段
は
代
表
制

一
の
み
。

一
L
四
も
同
様
。

一
計
五
、
六
参
照
。

一

α
一
が
市
民
の
直
接
法
立
協
力
権
を
明
確
に
規
定
。

一
R
「
諸
原
則
」
三
、
臼
五
八
、
五
九
、
羽
一
二
、
が

一
直
接
民
主
制
的
イ
デ
l
、
た
だ
し
慎
重
な
検
討
を
要

、
す
。

説

五
条

法
律
は
、
社
会
に
有
害
な
行
為
で
な
け
れ
ば
禁
止
す
る
権
利
は
な
い
。

論

法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
こ
と
は
、
阻
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

何
人
も
法
律
が
命
じ
て
い
な
い
こ
と
を
な
す
よ
う
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

条

法
律
は
、

}
一
般
意
志
の
表
現
で
あ
る
。

す
べ
て
の
市
民
は
、
彼
ら
自
身
で
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、

る
権
利
を
も
っ
。

(
H
M
町
五
)
に
、
関
連
す
る
表
現
が
あ
る
だ
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一七八九年人権宣言研究序説回

法
律
は
、
保
護
す
る
場
合
で
も
、
処
罰
す
る
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
同
一

J
S
一
六
、
一
七
、
一
八
と
同
旨
。

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

凡

一

O
(
H
M川五)、

L
七
に
そ
の
趣
旨
が
み
え
る
。

一
A
一
、
三
、
四
、
一
一
、
二
一
、
一
三
(
一
、
二
、

一
三
、
四
、
一

O
)
が
法
律
の
下
の
平
等
・
全
国
(
民
)

一
的
統
一
を
成
立
さ
せ
た
o
m
m

一
三
、
一
五
、
同
旨
。

、
G
一
七
所
有
と
口
問
格
の
不
平
等
示
唆
。

す
べ
て
の
市
民
は
法
律
の
眼
に
と
っ
て
平
等
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
能
力
に
し
た
が
い
、

J

七
月
中
の
草
案
に
は
、
特
に
み
あ
た
ら
ぬ
。

彼
ら
の
徳
性
と
才
能
以
外
の
差
別
を
の
ぞ
け
ば
、
ひ
と
し
く
あ
ら
ゆ
る
公
の
高
職
、
地
一
百
四
に
同
旨
あ
ら
わ
る
。

位

お

よ

び

職

務

に

就

く

こ

と

が

で

き

る

。

一

A
九
(
一
二
で
明
確
に
宣
告
一
口
。

γ
B
七
四
同
旨
。

一
九
三
八
、
同
旨
、
封
建
的
偏
見
排
斥
。

一
G
一
八
同
旨
。
羽
一
一
同
旨
だ
が
義
務
の
ニ
ユ
ア
ン

」
ス
あ
り
。

第
六
条
全
体
は
タ
レ

l
ラ
ン
提
案
を
基
本
に
確
定
。

ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
修
正
に
よ
り
ま
と
め
た
。

七
条
何
人
も
、
法
律
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
法
律
の
規
定
す
る
形
式
に
よ

J
S
二
O
と
殆
ん
ど
同
文
。

る
の
で
な
け
れ
ば
、
訴
追
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、
拘
禁
さ
れ
え
な
い
。
一
凡
一
七
、
恥
一
一
同
旨
。

~c報
告
に
岡
田
日
あ
り
。

一
G
七
同
旨
含
む
。

」
羽
一
四
同
旨
。

タ
ル
ジ
ェ
提
案
で
確
定
。
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説

怒
意
的
命
令
を
請
求
し
、
発
令
し
、
執
行
し
ま
た
は
執
行
せ
し
め
た
者
は
、
処
罰
さ
れ
ね

J
S
一
一
一
と
全
く
同
旨
。

ば

な

ら

な

い

。

」

タ

ル

ジ

ェ

提

案

に

よ

る

。

し
か
し
な
が
ら
法
律
に
よ
り
喚
召
さ
れ
ま
た
は
逮
捕
さ
れ
た
市
民
は
、
た
だ
ち
に
し
た
が
〕

S
一
九
と
殆
ん
ど
同
文
。

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

抵

抗

す

れ

ば

有

罪

と

な

る

。

」

八
条
法
律
は
、
厳
格
で
明
白
に
必
要
な
刑
罰
の
み
を
定
め
ね
ば
な
ら
ず
、
何
人
も
、
犯
)
後
段
は

L
四
、
見
一
三
・
一
九

(
H
恥
八
・
二
一
)

罰
に
先
立
っ
て
制
定
公
布
さ
れ
、
か
つ
適
法
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
よ
る
の
で
な
け
れ
}
と
同
旨
。

ば

、

処

罰

さ

れ

る

こ

と

は

な

い

。

」

G
同
旨
含
む
。

デ
ュ
ポ

l
ル
提
案
に
よ
り
確
定
。

九
条
す
べ
て
の
人
は
、
有
罪
だ
と
宣
告
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
だ
か
J

特
に
み
あ
た
ら
ぬ
。

ら
、
そ
の
逮
捕
が
不
可
欠
だ
し
判
定
さ
れ
た
と
き
で
も
、
そ
の
身
柄
を
確
保
す
る
た
め
一
デ
ユ
ポ

1
ル
提
案
に
よ
り
確
定
。

に
必
要
で
な
い
よ
う
な
一
切
の
強
制
措
置
は
、
法
律
に
よ
っ
て
厳
し
く
抑
圧
さ
れ
ね
ば
一

な

ら

な

い

。

」

論

ら明 O
しが条
め法
ら律何
れに人
てよも
はっそ
なての
ら定意
なめ見
し当 ら』こ
。れつ
たい
公て
共
のそ
秩れ
序が
を宗
乱教
す上
もの
のも
での
なで
いあ
カ当 つ

ぎて
りも

不そ
安の
な表

、、、-一一一一一一一一一一一一一一-一-句---、~白-白-一一一一一一一一一一『一一一一一一，

七 S"R連 BS釘vM叫23 C 
o ー一一一 一一 耳語

一憲所詳三一一芸
八法具し、④(長
関案 λ く一⑤ H ふ
連」 E規四、 M

'6れ
。一，、定、参一て
部山、。五照四い
ニ ~ 0 る
条日 、 が。
同 51 五モ
ヒ'" vノ ー・日益ーア
含史 、 ル

む t 主。
参て
W 
一容五

有缶三
一て扇
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ド
・
カ
ス
テ
ラ

l
ヌ
提
案
で
確
定
。

ミ
ラ
ボ

l
伯
、
ラ
ボ

l
・
ド
・
サ
ン
テ
チ
ェ
ン
ヌ
(
ペ

ン
シ
ル
パ
ニ
ア
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
章
典
)
の
信

教
自
由
案
容
れ
ら
れ
ず
。

一七八九年人権宣言研究序説回

一
一
条
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
、
人
間
の
最
も
貴
重
な
権
利
の
一
つ
で
あ

J
S
理
論
的
宣
言
一
一
項
、

S
五
、
凡
二
三
、
恥
一
五

る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
市
民
は
、
自
由
に
語
り
、
書
き
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
一
と
同
旨
。
な
お
、

L
二
に
例
示
あ
り
、

C
報
告
お
よ

る
。
た
だ
し
、
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
自
由
の
濫
用
に
あ
た
る
場
一
ぴ
不
一
致
条
項
一
八
参
照
。

合

に

は

、

責

任

を

負

う

。

、

明
一
九
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ

l
、
ラ
ボ

l
・
ド
・
サ

ン
テ
チ
ェ
ン
ヌ
、
タ
ル
ジ
ェ
案
の
総
合
。

一
二
条
人
間
と
市
民
の
権
利
の
保
障
は
、
公
共
の
武
力
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
J

M

h

一
O
、
S
二
了
一
三
に
関
連
。

こ
の
武
力
は
、
す
べ
て
の
人
の
利
益
の
た
め
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
委
一
円
、
叫
「
憲
法
案
」
三
部
四
条
関
連
。

託

さ

れ

た

人

々

の

個

別

的

利

益

の

た

め

で

は

な

い

。

一

G
一
九
が
軍
に
対
す
る
文
民
優
位
規
定
お
く
。

百
二

O
と
全
く
同
じ
。

諸
討
議
の
後
、
川
町
二

O
原
案
ど
お
り
。
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C
一
致
条
項
八
・
九

(
C
不
一
致
条
項
三
ハ
)
で
同

意
原
則
示
す
。

A
七
・
八
(
九
)
に
よ
り
特
権
廃
止
、
租
税
平
等
を

打
出
す
。

A
二
、
五
、
六
、
一
三
(
五
、
六
、
二
一
)
は
封
建

的
負
担
を
廃
止
ま
た
は
買
戻
し
う
る
も
の
と
す
。

む
憲
法
案
一
部
一
二
条
「
平
等
に
L

を
追
加
。

G
一

三
は
「
区
別
な
く
」
と
表
現
。
羽
一
一
一
寸
平
等
」
を

強
調
な
し
。

諸
討
議
の
後
、
原
案
に
「
ひ
と
し
く
」
を
い
れ
て
可

決。

一
四
条
す
べ
て
の
市
民
は
、
彼
ら
自
身
で
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
公
共
の
了
L
八、

S
二
七
、
恥
二
O
(
H
恥
一
一
ニ
)
同
旨
。

租
税
の
必
要
性
を
確
認
し
、
そ
れ
を
自
由
に
承
諾
し
、
そ
の
使
途
を
追
求
し
、
ま
た
そ
一
た
だ
し
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。

の
数
額
、
基
礎
、
徴
収
お
よ
び
存
続
期
聞
を
決
定
す
る
権
利
を
も
っ
。

7
u
八
同
旨
。

一
九
三
四
、
三
五
、
三
六
。

」
羽
二
二
、
同
旨
。

タ
ル
ジ
ェ
、
デ
ュ
ポ

1
ル
が
「
彼
ら
自
身
そ
れ
は
そ

の
代
表
者
を
通
じ
て
」
を
追
加
、
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル

案
も
影
響
し
て
確
定
。

一
五
条
社
会
は
、
そ
の
行
政
に
属
す
る
す
べ
て
の
公
務
員
に
報
告
を
求
め
る
権
利
を
有

J
C報
告
、

L
六、

S
三
二
に
公
務
員
の
責
任
の
規
定

す
る
。

γ

が
あ
る
。

」
羽
二
三
、
全
く
同
じ
。

説

一
三
条
公
共
の
武
力
を
維
持
し
、
行
政
の
経
費
に
あ
て
る
た
め
、
共
同
の
租
税
が
不
可

欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
市
民
の
聞
に
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
配

分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論
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一七八九年人権宣言研究序説回

デ
ユ
ポ

1
ル
寄
与
。

一
六
条
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る

)
C
報
告
、
凡
報
告
、

L
六、

S
理
論
的
宣
言
一
五
項
、

社

会

は

、

憲

法

を

も

っ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

一

比

九

、

一

四

、

恥

四

・

九

、

の

趣

旨

が

極

小

方

式

に

(
圧
縮
さ
る
。

一
白
四

O
同
旨
、
「
分
立
」
の
語
用
う
。

」
羽
二
四
、
殆
ん
ど
全
く
そ
の
ま
ま
。

c
・
ラ
リ
・
ト
ラ
ン
ダ
ル
、
ム

l
ニ
エ
ら
支
持
。

C
報
告
、

C
一
致
条
項
一

O
、
L
二、

S
理
論
的
宣

告一口一

O
、
S
六
・
八
・
九
(
た
だ
し
社
会
権
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
含
む
二
五
)
、
恥
九
、

M
町
四
に
同
旨
含
ま
る
。

た
だ
し
、
補
償
に
つ
い
て
は
百
一
六
。

A
二
、
六
(
一
、
五
、
六
)
は
封
建
的
な
財
産
権
を

も
、
同
じ
精
神
と
論
理
で
保
護
。

B
五
四
同
旨
o

G
一
二
公
用
収
用
と
補
償
に
つ
き
規
定
。
m
H

三
、
四
、

デ
ユ
ポ

l
ル
提
案
に
よ
り
確
定
。

一
七
条
所
有
は
、
神
聖
で
不
可
侵
の
権
利
で
あ
る
か
ら
、
何
人
も
、
適
法
に
確
認
さ
れ

た
公
共
の
必
要
性
が
明
白
に
要
求
す
る
場
合
で
、
事
前
に
正
当
な
補
償
が
与
え
ら
れ
な

り
れ
ば
、
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

(
1
)
宮
・
ロ

g
E
D門町
2
・
回
一
回
吉
岡
吋
巾
円
。
ロ
凹
辛
口
巴
。
ロ
ロ
巾
】
]
巾
色
町
】
白
明
日
ロ
円
巾

w
F
H
W
C
H
)
-
n
p
L】
品
目
・

(
2
)
高
見
勝
利
丙

g
g
の

g巾
E
Z
H
史
研
究
の
動
向
」
商
学
討
究
(
小
樽
商
大
)
、
一
九
七
七
年
三
月
、
所
収
、
参
照
。

(
3
)
本
誌
一
五
巻
一
号
、
一
八
1

一
一
一
一
一
頁
、
と
く
に
二
二
頁
注

(
6
)
の
具
体
例
参
照
。

戸
富
田
『

S
照
明
「
戸
内
山
印
。
円
即
位
口
町
田
内
同
巾

E
U
m
n
-
R丘
一
。
ロ
己

2
ロ

g
宮
内
同
町
可
岡
山
。

s
g巾
己
巾
口
∞
少
可
恒
三
少
〉
丘
町
ロ
ユ

g
c印印
g
F
E
2・匂・
5
叶
l
口
同
・

は
請
願
書
に
対
す
る
ル
ソ

l
の
影
響
と
と
も
に
、
ブ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る
。
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説

(
4
)
国
民
議
会
に
お
け
る
人
権
宣
言
の
討
議
段
階
で
も
、
各
所
に
請
願
書
の
要
求
へ
の
配
慮
が
み
え
る
。
例
え
ば
、
八
月
二
三
日
の
信
教
の
自
由
(
第

一
O
条
)
の
討
議
に
あ
た
り
、
ラ
ボ

l
・
ド
・
サ
ン
l

テ
イ
エ
ン
ヌ
の
発
言
部
分
参
照
。

(5)
本
誌
一
四
巻
三
・
四
号
二
二
九
頁
。

(
6
)
冨

m
g。
一
『
巾
印
仏
巾
戸
町
民
間
可
1
2
5・
戸

ω
5・H
∞
の
回
想
録
中
。
円
一
円
・
宮
『
閉
山
・

0色
白

m
gコ
mタ
F
m
w
p巾
自
国
巾
吋
わ
。
ヨ
目
黒
川
内
庁
-
由
。
。
ロ
印
門
広
三
宮
口
門
同
三
国

円
。
ロ
凹
巴
円
己
目
口
同
巾
(
】
吋
∞
U
Y
ω
町
田
〈
己
巾
印
巾
門
出
巾
由
也
円
。
〕
巾
仲
間
、
円
宮
市
川
町
山
市
可
出
ユ
mw
一{∞一
uv

由、司・∞印・

(
7
)
前
掲
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
を
め
ぐ
る
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
と
ジ
ェ
フ
ア
|
ン
」
三
四
八
1

三
五

O
頁。

(
8
)
問
、
三
五
一
l

三
五
二
頁
。

(
9
)
問
、
一
二
四
五
l

三
四
七
頁
、
三
五
五
三
五
八
頁
、
三
六
六
J

三
六
七
頁
。

(
叩
)
民

-m，印可
i
F・何回官一円吋
m〈。一三一
oロロ回一吋巾
g
m，E
ロ円巾巾門出戸
M
M
開

E
Z
|
己
三
回
-
O
H
)

円
一
?
呂
田
・
の
い
う
「
革
命
精
神
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
、
一
般
的
・
総
合
的
な
、
か
な
り
漠
然
と
し
た
、
し
か
し
、
世
論
な
い
し
一
般
市
民
に
強
い
共
感
を
呼
ん
だ
精
神
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
日
)
右
掲
拙
稿
「
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
と
ジ
ェ
フ
ァ

l
ソ
ン
」
三
五
九
l

三
六
回
頁
。
問
、
三
六
七
l

三
六
八
頁
。
他
条
項
へ
の
ア
メ
リ
カ
州
憲
法
等
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
な
お
別
に
慎
重
・
厳
密
な
検
討
を
要
す
る
。

(
ロ
)
右
注
(
叩
)
(
日
)
。

(
日
)
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
根
元
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想
を
「
統
一
的
に
と
ら
え
る
L

の
は
、
長
谷
川
正
安
、
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
憲
法
』

一
O
三
頁
(
「
ア
メ
リ
カ
の
立
法
を
つ
ら
ぬ
く
こ
れ
も
ロ
ッ
ク
や
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
影
響
下
に
あ
る
民
主
主
義
政
治
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
準
備
し
た
政
治
思
想
と
を
、
ロ
ッ
ク
的
政
府
論
で
統
一
的
に
と
ら
え
る
か
ら
(
シ
ュ
パ
リ
エ
も
同
じ
と
ら
え
方
を
し
て
い

る
)
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
強
調
|
人
権
宣
言
に
お
け
る
ル
ソ
!
の
影
響
の
否
定
と
ア
メ
リ
カ
の
影
響
の
強
調

l
l
p
は
、
あ
ま
り
感
心
で
き
な
い
。
L
)

で
あ
る
。

冨
喝
の
『
O
口内凶。
P
F
g
仏。円丹江口
B
匂

0
5
5ロ
巾
凹
含
戸
o
n
F
S
2
-
2
2
-
m
E
B
仏
土
出
口

m
n
F吋
阻
止
。
ロ
仏
2
0
5
5
円四何回噂図。
B
B内
含
口
∞
少
同
町
宮
市

E
2
1刊
号
U
E
H
F
切。
E
S
S
T
E
N
C
-
U・∞吋
1
S
が
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
影
響
を
も
っ
と
も
寸
直
接
的
か
つ
甚
大
」
な
も
の
と
し
、
ヴ
ォ
ル

テ
l
ル
、
(
ル
ソ
!
の
ラ
ジ
カ
ル
な
変
形
を
批
判
)
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
マ

l
プ
リ

l
、
フ
ィ
ジ
ォ
ク
ラ
ッ
ト
に
同
様
の
思
想
を
見
出
し
、
「
百
科

辞
典
」
等
を
通
じ
世
界
に
伝
播
し
た
一
八
世
紀
の
五
1

六

0
年
代
に
そ
れ
ら
「
共
通
の
思
潮
」
が
、
ア
メ
リ
カ
の
権
利
宣
言
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の

人
権
宣
言
制
定
の
前
提
で
あ
っ
た
と
す
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
権
利
宣
言
を
、
「
封
建
的
起
源
を
も
ち
、
も
っ
ぱ
ら
国
民
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
憲

論
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一七八九年人権宣言研究序説回

ユ
ン
ヌ
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
オ
ン

章
と
、
合
理
的
か
つ
普
遍
的
な
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
」
と
の
聞
の
「
過
渡
形
態
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
一

O
頁)。

(M)
本
誌
一
八
巻
三
号
、
七
回
、
五
=
ア
五
四
頁
。

(日

)
P
ゎ。口出
n
・。
u・
門
戸
句

E
C
i品
企
・
は
指
摘
す
る
。
「
J
・
J
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
(
同
司
・
ゎ
宮
〈
包
ロ
巾
タ
呂
田
宮
一
5
母印

タ
ン
ジ
ー
デ
ル

吉田広
Z片
山

0
5
吉
宮
E
Z巾
師
免
仏
巾
印
可

mm-52
宮
]
E
A
ロ巾印

r
z
?
S
2・口出
E
O
N
-
E
∞
由
)
『
権
利
宣
言
の
中
に
は
、
は
っ
き
り
確
実
性
が
あ
り

プ

ラ

チ

ク

ア

ヴ

エ

プ

ロ

キ

ユ

ロ

ー

ん

か
っ
実
際
的
な
諸
条
項
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
達
は
、
そ
の
公
証
人
、
そ
の
代
訴
人
、
そ
の
代
理
人
す
べ
て
の
不
動
産
所
有
者
と
い
っ

た
、
制
憲
議
会
を
構
成
し
て
い
た
人
々
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
き
わ
め
て
活
濃
な
現
実
感
覚
と
、
日
常
性
と
日
常
的
諸
利
益
を
刻
印
し
た
の
で
あ
る
。
』

し
か
し
、
彼
ら
は
何
故
に
「
普
遍
的
な
意
義
を
も
っ
救
世
主
的
条
項
を
起
草
し
採
用
」
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
専
制
政
に
対
す
る
武
器
を
提
供
し
、

特
権
を
奪
わ
れ
た
貴
族
達
の
反
撃
を
封
ず
る
た
め
に
、
彼
ら
は
巧
み
に
彼
ら
の
政
治
的
・
社
会
的
企
だ
て
を
蔭
蔽
し
、
す
べ
て
の
人
聞
に
共
通
し

た
自
然
権
を
喚
び
起
す
方
式
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
抽
象
化
し
た
方
が
、
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
く
ど
く
ど
理
由
づ
け
た
議
論
よ
り
も
よ
り
強
い

重
み
を
み
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
」
後
掲
(
部
)
を
み
よ
。

(
日
)
本
誌
一
五
巻
一
号
、
二
三
買
を
み
よ
。

(
口
)
本
誌
一
五
巻
一
号
、
一
三
頁
を
み
よ
。
浦
田
一
郎
『
シ
エ

1
ス
の
憲
法
思
想
』
(
動
車
書
房
、
一
九
八
七
年
)
、
と
く
に
、
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
ク
レ
ニ
エ

l
ル
案
一
項
(
た
だ
し
そ
の
「
内
実
L

に
つ
い
て
の
批
判
、
長
谷
川
、
前
掲
書
、
一

O
八
頁
の
そ
の
法
律
万
能
論
は
、
「
一
見
ル
ソ
l

に
似
て
、
ま
っ
た
く
ル
ソ

l
的
で
は
な
い
。
」
後
に
は
「
卑
俗
化
さ
れ
た
自
然
法
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
L

参
照
の
ほ
か
、
後
掲
稲
本
洋
之
助
「
一

七
八
九
年
の
『
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
』

L
O七

O
九
頁
参
照
)
一

O
七
l

一
O
九
頁
参
照
(
注
(
日
)
検
討
)
。

ラ
・
ヴ
ォ

i
・
ド
・
サ
ン
l

テ
イ
エ
ン
ヌ
案
、
第
六
部
会
案
、
カ
ル
ト
ン
案
、
セ
ル
ヴ
ア
ン
案
、
参
照
。
本
誌
一
八
巻
三
号
、
七
五
l

七
六
頁
、

(
日
)
ア
メ
リ
カ
の
影
響
よ
り
フ
ィ
ジ
ォ
ク
ラ
ッ
ト
の
影
響
(
個
人
権
思
想
)
が
「
は
る
か
に
大
き
い
」
こ
と
を
強
調
し
た
。
冨
白
『

gmm町一
-
F
2
2一色ロ
g

色
巾
]
白
巴
巾

n
S
E
Z
8
8・
n
F
H》・口
N
H∞
∞
・
参
照
。

(
却
)
長
谷
川
、
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
憲
法
h

一
O
一
一

O
九
頁
参
照
。

(
幻
)
の
0
2
白
n-OH)-af
お∞

ltω
・
1

1
シ
ュ
ヴ
ア
リ
エ
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
諸
州
憲
法
と
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
「
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
」
の

違
い
を
指
摘
し
、
前
者
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
享
受
し
て
い
た
実
定
法
的
諸
権
利
を
憲
法
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
、
「
政
治
的
秩
序

を
改
変
し
、
新
し
い
法
秩
序
の
基
礎
を
す
え
、
社
会
の
精
神
の
あ
り
方
と
構
造
を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
た
と
指
摘
す
る
。

(n)
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
の
実
体
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
も
、
国
際
的
な
い
し
人
類
的
な
次
元
に
お
い
て
も
、
具
有
し
て
い
た
「
限
界
」
で
あ
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り
、
そ
の
「
限
界
」
が
、
歴
史
的
・
国
際
的
に
普
通
的
な
人
権
理
念
の
内
実
化
に
よ
り
次
第
に
起
克
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
憲

法
史
と
国
際
的
人
権
保
障
の
歴
史
的
展
開
と
い
え
よ
う
。

(
お
)
稲
本
洋
之
助
「
一
七
八
九
年
の
『
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣

4EEl-そ
の
市
民
革
命
に
む
け
る
位
置
づ
け
|
|
」
、
東
京
大
学
社
会
科
学

研
究
所
編
『
基
本
的
人
権
の
研
究
3
歴
史
日
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
)
、
八
七
i

一
三
九
頁
は
、
本
稿
の
寸
制
立
過
程
」
研
究
を
も
注

意
深
く
活
用
・
検
討
し
、
鋭
い
分
析
を
加
え
た
力
作
で
あ
り
、
人
権
宣
言
研
究
の
前
進
の
た
め
の
基
本
文
献
で
あ
る
。
ま
た
、
『
一
七
九
一
年
憲
法

の
資
料
的
研
究
』
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
七
二
年
、
杉
原
泰
雄
氏
の
「
古
典
的
」
三
部
作
の
ほ
か
、
辻
村
み
よ
子
、
浦
田
一
郎
、
一
二

輪
隆
、
初
宿
正
典
、
宇
部
宮
純
一
氏
ら
若
い
世
代
の
人
権
宣
言
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
の
わ
が
国
に
お
け
る
貴
重
な
成
果
に
学
び
、

次
の
作
業
に
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
最
近
の
論
稿
、
浜
林
正
夫
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
世
界
史
的
意
義
|
|
人
権
宣
言
を
中
心
に
|
|
」

『
科
学
と
思
想
』
七
三
号
、
一
九
八
八
年
、
九
六
一
一
二
頁
が
あ
る
。

(
泊
)
七
月
二
七
日
議
事
録
の
付
録
に
つ
け
ら
れ
た
タ
ル
ジ
ェ
案
(
本
誌
一
五
巻
一

O
号
二
九
頁
)
の
、
所
有
権
に
か
ん
す
る
詳
し
い
規
定
の
み
、
こ

こ
に
訳
出
補
足
し
て
お
こ
う
。

一
五
条
所
有
は
各
人
に
属
し
、
一
定
の
物
を
排
他
的
に
使
用
し
、
か
つ
処
分
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
権
利
の
不
可
侵
性
は
政
治
団
体
に
よ

り
保
障
さ
れ
る
。

一
六
条
何
人
も
そ
の
所
有
を
犠
牲
に
す
る
義
務
を
誰
に
対
し
て
も
負
わ
な
い
。
そ
れ
は
政
治
団
体
に
対
し
て
す
ら
義
務
づ
け
ら
れ
ず
、
政
治

団
体
が
所
有
を
奪
い
う
る
の
は
、
公
的
か
っ
絶
対
的
な
必
要
あ
る
場
合
で
、
少
な
く
と
も
同
等
の
価
値
が
所
有
者
の
手
に
渡
さ
れ
た
後
に
お
い
て

の
み
で
あ
る
。

一
七
条
何
人
も
そ
の
所
有
の
一
部
を
公
け
の
負
担
を
支
持
す
る
た
め
に
手
ば
な
す
こ
と
は
、
社
会
の
構
成
員
ま
た
は
彼
ら
の
代
表
者
の
自
由

ヂ
ク
レ

で
任
意
的
な
法
令
に
よ
っ
て
の
み
強
制
さ
れ
う
る
。

一
八
条
所
有
権
は
物
に
対
し
て
の
み
存
在
し
う
る
。
あ
る
人
聞
が
他
の
人
間
に
対
し
、
彼
ら
の
自
然
権
を
侵
害
し
て
行
使
す
る
と
こ
ろ
の
す

べ
て
の
権
力
は
、
実
力
に
よ
る
纂
奪
で
あ
り
、
所
有
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
権
利
で
は
な
く
、
犯
罪
で
あ
る
。ラン
プ
ル
ス
マ
ン

一
九
条
そ
の
行
使
が
政
治
団
体
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
よ
う
な
所
有
は
、
そ
の
価
値
と
少
な
く
と
も
同
等
の
償
還
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
お
)
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
二

O
O年
記
念
・
憲
法
院
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
八
(
一
九
八
九
・
七
・
一
五
)
号
、

説5命
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五
頁
。

(
却
)
一
九
八
九
年
九
月
四
・
五
日
、
北
大
法
学
部
主
催
、
日
仏
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
人
権
宣
告
白
と
日
本
・
北
海
道
・
ア
ジ
ア
」

(
出
版
準
備
中
)
参
照
。
と
く
に
一
七
条
に
つ
き
稲
本
洋
之
助
報
告
・
発
言
に
注
目
。

〈-冨
-
U
Z
巾
f
F
田
口
m
n
g
E巴
O
ロ
己
巾
凹
内
町
三
仲
田
円
四
四
て

}
5
5
5巾
忠
弘
c
n
p
o苫
口
一

-
d
E
m
g刊
号
]
〆
ユ
互
巾
口
印
ロ
ユ
巾
門
町
2
ご
日
巾
℃
円
。
買
お
広
一

}
印
刷
四
日
ヨ
ヨ
回
一

2
2
Z
旬。己戸、。
-
F
河
口

HywE2w
ロ。・印・匂

-
H
N
S
i
z
z・

一七八九年人権宣言研究序説回
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INTRODUCTION λL'ETUDE SUR LA DECLARA TION DES 

DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 (4) 

Tadakazu FUKASE* 

La presente etude examin巴ledernier stade des travaux pr邑paratoiresde la 

Declaration des droits de l'homme et du citoyen entre les 20 et 26 aoOt 1789， 

c'est-a-dire， les discussions sur chaque article， l'un apres l'autre. 

Elle signale， par exemple， prudemment une influence essentielle du projet de 

Lafayette sur les articles 1， 2， 3 de la Declaration (rediges par Mounier， influenc邑

a certain邑gardpar Sieyさs)pour mesurer I'apport de I'influence de la Declaration 

de l'Independance americaine et des principes des “Bills of rights" des Etats 

americains ainsi que pour examiner I'inf!uence et la limite de Thomas Jefferson 

(Ambassadeur am吾ricainen France d'alors) sur Lafayette. 

Elle analyse aussi la longue discussion passionn邑esur la libert吾al'邑gardde 

la religion pour constater que le principe adopt邑finalement(l'article 10) n'est pas 

celui de la liberte religieuse au sens americain du mot (insist吾parMirabeau， 

notamment par Rabaud de Saint-Etienne)， mais celui de la tolerence religieuse. 

Ainsi elle examine attentivement toutes les discussions finales pour la 

Declaration adopt吾eprovisoirement le 26 aout 1789，“acceptee" par le roi le 5 

octobre (“revolution par les juristes" reussie par I'impact de la masse populaire， 

des femmes parisiennes demandant du pain)， promulguee le 3 novembre， devenue 

definitive un an apres. 

La hate et le desordre plutot que la prudence et la perfection des d邑batsdans 

ce stade dernier nous impressionnent (cf. Deslandres) . C'est un peu etonnant pour 

nous de constater que l'article 17 de la D岳clarationfut a peine inser邑(parDuport) 

au dernier moment des debats， la disposition vitale pour assurer la Declaration de 

l'abolition de la f邑odalit吾du4 aout ( les decrets des 5 -11 aoOt)， notamment par 

“une juste et prealable indemnite"， et pour creer un nouvel ordre economique 

future 

Mais la gloire des hommes de la Revolution francaise consiste a faire 

cristalliser les principes et les droits de I'homme les plus urgents et indispensables， 

本Professeura la Facult邑deDroit de I'Universite de Hokkaido 
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meme provisoirement adoptes dans les conditions extremement mouvementees， 

mais essentiellement valables pour toute l'Humanit長ettout le temps. 

Ainsi cette etude， apr邑savoir examin邑tousles stades des travaux prepar-

atoires de la D邑c1arationdes droits de l'homme et du citoyen (du 6 juillet au 26 

aout 1789)， resumes quels elements ou quels projets presentes composent les 17 

artic1es de la D邑claration.

La conclusion en est que la Dec1aration des droits de l'homme et du citoy巴n

est un ensemble pluraliste des elements et caracteristiques fondamentaux (es司

sentiels et particuliers-reels) de 4 phases suivantes 

lし.Les demande白sdes “冗C∞om即nm必耐6白tt旬an凶l此tsぜ"exprime白esdans le白s
2. Les id邑esg邑n邑ralespour la revolution exprimees dans le projet de Lafayette 

(notamment， la resistance a l'oppression comme droit naturel) et “l'esprit 

r邑volutionnaire"essentiellement commun franco-americain (B. Fay) ， dont on 

peut trouver l'influence dans les articles 1， 2， 3 de la Declaration (Mounier， 

Sieyes) (on peut d'ailleurs trouver aussi son influence dans la Constitution 

japonaise de 1946 (arts. 11， 12， 13， 97)). 

3. Les decrets du 4， des 5-11 aoat de l'Assemblee Constituante pour abolir la 

feoda!ite et les demandes， par l'intermediaire de I'Assemblee， des paysants. 

4. L'idee anglaise (par Mounier)， le raisonnement a la francaise de Si吾yes，l'idee

de democratie directe a la rousseauiste， l'idee des droits individualistes de 

physiocrates. 

On ne peut donc adopter les deux theses extremes， ni G. ]ellinek， ni E 

Boutemy. 

C'est plutot la plura!ite d'origine des idees anglaise， americiane et francaise 

que l'Assemblee Constituante a reussi de synthetiser par l'emploi de sa formulation 

cartesienne et abstraite， en r邑pondanta et conci!iant les exigences pratiques 

particu!ieres de la France d'alors， mais en faisant de cette proclamation la lumiere 

generale pour toute I'Humanit邑etpour tout le temps 

C'est pour cela que la Declaration des droits de l'homme et du citoyen est 

devenu le mod色ledu fondement pour la Constitution moderne et qu'elle a fait tour 

du monde plusieurs fois. Son rayonnement a atteint le ]apon， et sa Constitution 

actuelle de 1946 a adopt吾essentiellementles memes principes de base franco-

americains， notamment dans ses artic1es 11， 12， 13 et 97， et le prolongement de la 

Declaration de renonciation a la guerre de conquete du 22 m 
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influences de tous les projets pr邑sentesa l'Assemblee Constituante sur les 17 

articles d巴laD邑c1arationdefinitive， annex邑danscette presente邑tude.

On consultera， en outre， tr邑sutilement le resultat fructueux du CoUoque 

international franco-japonais en I'honneur du Bicentenaire de la Revolution 

francaise et de la Declaration des droits de I'homme et du citoyen organise par 

notre Facult邑deDroit qui avait Iieu a I'Universite de Hokkaido les 4 et 5 septem-

bre 1989. 
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